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Ⅰ教育力リキュラム  
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○介護福祉士制度の施行から現在に至るまでの高齢者介護や障害者福祉を取   

り巻く状況の変化に伴う介護ニーズの変化を踏まえ、現行の科目、カリキュラム、  
シラバスにとらわれず、今日的視点で抜本的に見直す。（介護福祉士のあり方   
及び養成プロセスの見直し等に関する検討会報告書）  

O「求められる介護福祉士像」を実現していくことが最終的な目標であるという姿   

勢を基本とする。（社会保障審議会福祉部会意見）  

○介護福祉士の国家試験に求める水準は、介護を必要とする幅広い利用者に対  
する基本的な介護を提供できる能力とする。養成課程における教育内容も幅広   
く基本的な内容とし、資格取得後の現任研修等による継続的な教育を視野に入   
れた内容とする。（介護福祉士のあり方及び養成プロセスの見直し等に関する   
検討会報告書）  

O「介護のため」という視点のもと、理論と実践の融合を目指す。（同上）  
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求められる介護福祉士像   

これからの介護福祉士については、介護福祉士創設以降の変化とこれからの介護ニーズに対応し、   

介護サービスにおける中心的役割を担える人材として次のような人材養成における目標が考えられ   

る。 
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①尊厳を支えるケアの実践  

②現場で必要とされる実践的能力  

③自立支援を重視し、これからの介護ニーズ、政策にも対応できる  

④施設・地域（在宅）を通じた汎用性ある能力  

⑤心理的・社会的支援の重視  

⑥予防からリハビリテーション、看取りまで、利用者の状態の変化に対応できる  

⑦ 多職種協働によるチームケア  

⑧ 一人でも基本的な対応ができる  

⑨「個別ケア」の実践  

⑩利用者・家族、チームに対するコミュニケーション能力や的確な記録・記述力  

⑪ 関連領域の基本的な理解  

⑫高い倫理性の保持  



教育体系を「人間と社会」「介護」「こころとからだのしくみ」の3領域に再編  

介護が実践の技術であるという性格を踏まえ、   

○その基盤となる教養や倫理的態度の洒養に資する「人間と社会」   

O「尊厳の保持」「自立支援」の考え方を踏まえ、生活を支えるための「介護」   
○多職種協働や適切な介護の提供に必要な根拠としての「こころとからだのしくみ」  

の3領域に再構成する。  
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養成の目標  

求められる介護福祉士像  
－ ■ ■■－ ● 1 － － － － ■■■■■一 一 ■■■－一 一 － － － －■■ ■lllll1－ ■  

l  

資格取得時の到達目標  

：1．尊厳を支えるケアの実践  
1  

12．現場で必要とされる実践的能力  
l  

1．他者に共感でき、相手の立場に立って考えられ  

る姿勢を身につける  

2．あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の  

知識・技術を習得する  

3．介護実践の根拠を理解する  

4．介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、活  

用一発拝させることの意義について理解できる  

5．利用者本位のサービスを提供するため、多職  

種協働によるチームアプローチの必要性を理解  

できる  

6．介護に関する社会保障の制度、施策について  

の基本的理解ができる  

7．他の職種の役割を理解し、チームに参画する能  

力を養う  

8．利用者ができるだけなじみのある環境で日常的  

な生活が送れるよう、利用者ひとりひとりの生  

活している状態を的確に把握し、自立支援に資  

するサービスを総合的、計画的に提供できる能  

力を身につける  

9．円滑なコミュニケーションの取り方の基本を身に  
つける  

10．的確な記録一記述の方法を身につける  

11．人権擁護の視点、職業倫理を身につける  
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カリキュラム比較表  
現）2年課程  1650  新）2年課程  新）保育士養成施設等卒  

1年課程  
1800 新）社会福祉士一般養成  

施設等卒課程  
1155 新）実務経験ルート  

6月課程  

11700 

教育内容   時間数  

人間とその生活の理解   120  

基  （内容自由）  

礎  

科  

目  

小 計   12D   

介護概論（講義）   60  

医学一般（講義〉   9（）  

精神保健（講義）   30  

社会福祉概論（講義）   60  

老人福祉論（講義）   60  

障害者福祉論（講義）   30  

リハビリテーション論（講義）   30  

専  
社会福祉援助技術（講義）   30  

門  30  

レクリエーション活動援助法（演習）  60  

科  
老人・障害者の心理（講義）   60  

日  60  

家政学実習（実習）   90  

介護技術（演習）  150  

形態別介護技術（演習）   15〔l  

介護宰習指導（演習）   90  

小 計   10鋸  

介護実習（実習）   450  

合 計  1650  

領域  教育内容   時間数  

人 間  30以上  

の  
理 解  30以上  

鐘   
牡  
の 理  60以上  

解   

退  ※上記必修科目のほか、人間と社会に  
択  関する選択科目  

小 計  240  

介護の基本   180  

コミュニケーション技術   60  

生活支援技術   300  

介  
護                         介護過程   150  

介護総合演習   120  

介護実習   450  

小 計   1280   

発達と老化の理解   60  

ろ と  60  

か  
ら  60  

だ  
の  
し  120  

く  
み  小 計   300   

合 計  1800  

領域  教育内容   ㌻一・脹   

人  

間 と 杜     杜  
の 理  15  

解   

小 計  15   

介護の基本   180  

コミュニケーション技術   60  

生活支援技術   300  

介 護                     介護過程   150  

介護総合演習   6D  

介護実習   21ロ  

小 計   g60  

発達と老化の理解   30   

ろ と  80  

か  
ら   38  
だ  
の  
し  60  

み  小 計   180   

合 計  1155   

領域  教育内容   時間数   

人  
同  
の  
理  
蝉   

人  

同 と 牡  
30  

会  
解   

小 計  ヰ5   

介護の基本   9（】  

コミュニケーション技術   30  

生活支援技楠   90  

介 護                     介護過程   90  

小 計   38（）  

発達と老化の理解   45   

ろ と  60  

か  
ら  60  

だ  
の  
し  gO  

く  
み  小 計   255   

合 計  608  
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○ 今回の教育内容見直しは、介護福祉士制度創設後20年間の教育を踏   

まえ、現行の教育内容を「介護」の枠組みの中で統合再編することを基   

本とし、介護ニーズの変化を踏まえて介護実践に資する教育内容となる   

よう充実■強化したものである。  

○ したがって、従来の科目のもとに学習されてきた教育内容も新しいカリ   

キュラムの中に含まれるものである。  

○ 教育内容についての国の基準は、基本となる教育内容を示したもので  

て 【  
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○ 新しい教育力リキュラムの基準においては、  

・「資格取得時の介護福祉士養成の目標」  

・「人間と社会」、「介護」及び「こころとからだのしくみ」の3つの「領域」と、それぞれの領   
域ごとの教育の「目的」  

・「生活支援技術」、「介護過程」等の「教育内容」と、それぞれの教育内容ごとの教育の  
「ねらい」及びそれぞれの教育内容ごとに「教育に含むべき事項」  

を基準として示すこととする。  

○ 各養成施設等は、基準において示された「生活支援技術」、「介護過程」等の教育内容   
ごとに、その裁量で科目編成を行うことができることとなる。   

＊ 各養成施設等の科目編成により教育内容が基準で示された水準に達していることを   

担保する観点から、基準で示された「教育に含むべき事項」の項目が、個々の科目のシ   
ラバスに記載されていることを条件とする。  

※ 別冊資料「新しい介護福祉士養成カリキュラムの基準と想定される教育内容の   

例」参照  

10   



新しいカリキュラムの編成の考え方  
【資格取得時の養成目標】                  資格取得時の介護福祉士養成の目標                    1．他者に共感でき、相手の立場 に立って考えられる姿勢を身につける。  

資格取得時のレベル。この各養  2．あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を習得する。  

成施設等はこの目標に到達す  3，介護実践の根拠を理解する。   

る‾とを目指して カリ             キ ーム  
4・介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、活用・発揮させることの意義について理解できる0   

－ 
5．利用者本位のサービスを提供するため、多職種協働によるチームアプローチの必要性を理解できる   

介護に関する社会保障の制度、施策についての基本的理解ができる。   
7．他の職種の役割を理解し、チームに参画する意義を理解できる。  

8．利用者ができるだけなじみのある環境で日常的な生活が送れるよう、利用者ひとりひとりの生活している状態を的  

確に把握し、自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供できる能力を身につける。   

【領域の目的】                                                             凸  
9．円滑なコミュニケーションの取り方の基本を身につける。  
10．的確な記録・記述の方法を身につける。  

11．人権擁護の視点、職業倫理を身につける。  

【教育内容のねらい】  
教育内容  時間数   ねらい   教育に含むべき事項  

護実践できる能力を養う。  

アマネジメントなどの制度の仕組みを踏まえ、具体的な事例について介護過程を展開で  
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福祉系高校は、高等学校学習指導要領の適用を受けることから、  

01単位時間が50分、1個学年35単位時間の授業を1単位として計算する単位制が採   
用されていること  

○ 教科「福祉」、教科「看護」など、養成施設等とは異なる科目の振り分けがなされている   
こと  

等を踏まえつつ、養成施設等と同等の水準が担保されるように基準を設定する。  
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カリキュラム比較表  

新）2年課程  新）福祉系高校  福祉系高校3年  
（経過措置）  

52単位   

＊1単位を35時間として換算  

福祉系高校専攻科  
（経過措置）  

34単位   

＊1単位を35時間として換算  

33単位   

＊1単位を35時間として換算  

領域  教育内容   時間数   

人  
聞  30以上  

の  

理 解  

人 聞  
と   60以上  
社   
：＝E  

選  
択   

小 計  240   

介護の基本   180  

コミュニケーション技術   60  

生活支援技術   300  

介  
護                         介護過程   150  

介護総合演習   120  

介護実習   450  

小 計   1260   

発達と老化の理解   60  

ろ  
と  60  

か  
I; 
だ  60  

領域  科 目   
時間  

単位数   換算■  

人  
間  
の  
理  

4  140  
解 社  

の  

理 千r・   

選  
択   

4  140  

小 計  8  280  

介護福祉基礎   5  t75  

コミュニケーション技術   2  了0  

生活支援技術   9  315  

介  
護  介護過程   

4  t40  

介護総合演習   3  105  

介護実習   13  455  

小 計   36  1260   

ろ と か ら だ    こころとからだの理解   8  280  

領域  科 目   
時間  

単位数   換算■   

人  
間  
の  
理  
解  
社  4  140  

悶  
と        の  
理  
解   

選  ※上記必修科目のほか、人間と社会  4  140    択  
に関する選択科目  

小 計  8  280   

介護福祉基礎   4  140  

コミュニケーション技術   2  70  

生活支援技術   6  2tO  

介  
護  

介護過程   3  105  

介護総合演習   2  70  

介護実習   4  】40  

小 計   21  735   

ろ と か ら r    こころとからだの理解   5  175  

領域  科 目   
時間  

単位数   換算＊   

人  
間  
の  
理  

4  140  

闇  
と  

匹  コ＝  

遷  ※上記必修科目のほか、人間と社会   
択  に関する選択料日  

4  140  

小 計  8  280   

介護福祉基礎   4  140  

コミュニケーション技術   2  70  

生活支援技術   6  210  

介  
護  介護過程   

3  105  

介護総合演習   2  70  

介護実習   3  105  

小 計   20  700   

ろ  
と  
か  5  175   
b  

Jご  
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Ⅱ 教員  
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Ⅱ－① 教員に係る基準の見直しの基本的考え方  

教育力リキュラムの見直しの中で 
、 ○ 基準として専門分野について事実上科目名を規定している現行の仕組みから、基準と   
して領域ごとの教育内容を規定し、教育内容ごとの具体的な科目編成は各養成施設等   
の裁量にゆだねる仕組みに改められること  

0 3領域のうち特に「介護」の時間数が拡充されること  
に対応できるよう、教員に係る基準についても見直しを行う。  

〔見直し案〕  〔現行〕  
領
域
 
 

こころとからだのしくみ  人間と社会  基礎分野  

教育内容α  教育内容A  教育内容a  教
育
内
容
 
 

教
育
内
容
 
 

科目α1  
科目α2  

科目Al  

科目A2         1■  

科目al  

科目a2  

教育内容β  教育内容B  教育内容b  

科目β1  
科目β2  

科目Bl  
科目B2  

科目bl  

科目b2  

教員に係る基準  教員に係る基準  

「介護」の時  

の数と資格に  
間数  の拡充に対応できるよう、専任教員  科目ご  し
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の3つの領域ごとに一貫性・統  のしくみ  
別途規定されている。  

＊ 専任教員は専門分野の担  

運営等を行うことについて責  

当教  な役割を担う者の資  

員でなければならない等の規定   



専任教員の役割と資格  

／－－■－－－■■●■一－●■■‾‾‾‾‾－ヽ  

領域「介護」の科目  
l1  

l  

t  

1  

I I 
I I 
t 1  
I I 

編成を行う専任教具i  ■■1－－■－■－－■■■－－一一■－－－－－■■一一－－－－－－1－■■■－－－－－－一一一■■－一一－－－－－■一■  

介護福祉士資格  ＋資格取得後5年実務  
I I 
I i il人   
ll＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ノ   
I I 

－－1  t  

I I 
t 」－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－■■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

l  

t r－－一一－－一一－「－「－－て－二∵「－∵丁∵ニニー－■■「二「二二‾ニニニニニニニ．ニニ‾‾‾‾‾   

＝ 保健師、助産師、看護師資格． 資格取得後5年実務  ll M、閃E‾r、け■店L－叩、‾R隅■r‘【■H   
＋  

年実務   

年実務  

医師資格  ■ 資格取得後  
■■－t■■－－1■■■一－－－■■■■■■－－■－－－－－－－－一一一－■■■■■■－－－－－■■■■■■一暮－－－－－■■■■■－■■－一－  

I I 
l L  
t  

l  

＋ 資格取得後  
； 社会福祉士資格        ▼lll1－1－■■－■－■－－－－－－■■■■－－－■■■■－■－－－－－－－－■■■■一－－－－－－－－－－■－－－－■■●■■  

大学院、大学、短期大学又は高等専門学校において、法令  
の規定に従い、当該教育内容を担当する教授、准教授、助  

： 教又は講師として選考された者  
I  

l  

専修学校の専門課程の教員として、当該教育内容を3年以  
！ 上担当した経験のある者  
1  

l＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿－．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿－－－－－－－－－－－・－－－－・－・－－－－－－－■  

専任教員の要件  
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専任教員の数に係る基準  

右表に定める数以上の専任教員  

を有すること。  

専任教員の資格に係る基準  （見直し案）  

○ 専任教員は、次のいずれかに掲げる者であること。ただし、介護の領域を教授する専任教   
員は、次のいずれかに掲げる者であって、かつ、専任教員として必要な知識及び技能を修得   
するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじ   
め届け出られたものを修了した者その他その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める   
者であること。  

イ 介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後五年  

以上の実務経験を有する者  

口 大学院、大学、短期大学又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師と  

して、その担当する教育に閲し教授する資格を有する者  

ハ 専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関し三年以上の経験を有する  

者  

17   



領域「人間と社会」の科目編成等を行う専任教員の資格に係る基準   

専任教員のうち一人は、次のいずれかの条件を満たす者として、領域「人間と社会」における   
一貫性・統一性が確保された科目の編成等を行うことについて責任を有する者であること。  

○ 介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後5年以上の   
実務経験を有する者であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会（介護教員講習   
会）の修了者その他その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める者であるもの  

○ 大学院、大学、短期大学又は高等専門学校において、法令の規定に従い、当該教育内容を担   
当する教授、准教授、助教又は講師として選考された者  

○ 専修学校の専門課程の教員として、当該教育内容を3年以上担当した経験のある者  
！■て経過措置］‾■‾  

■ ■ ■ ■ ■■■ ■ － ■ ● ■ －■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ● ■ ■ －■ ● ■■ ■ ■ ■ － ■ ■■■－ ■ ■ － －■■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■ － ■ －■ ■ ■ ■ Tl■ －＝ ■ ■ ● t － － ● ■ ■ ■■ ■ ■ ● ■ヽ  

l  

一   平成21年4月1日から3年間は、現に専任教員であって、医師又は社会福祉士の資格を取i  
！得した後5年以上の実務経験を有する者を領域「人間と社会」の科目の編成等を行うことにつ≒  
！いて責任を有する者としても差し支えない。  1  

t．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿一＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．一．＿．＿暮＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．．．．．．．＿．＿．＿  

領域「介護」の科目編成等を行う専任教員¢資格に係る基準   

専任教員のうち1人は、次のいずれの条件も満たす者として、領域「介護」における一貫   
性・統一性を持った科目の編成等を行うことについて責任を有する者であること。  

○ 介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者  

○ 厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会（介護教員講習会）の修了者その他その者   
に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める者  
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領域「こころとからだのしくみ」の科目編成等を行う専任教員の資格に係る基準   

専任教員のうち一人は、次のいずれの条件も満たす者として、領域「こころとからだのしく   

み」における一貫性・統一性が確保された科目の編成等を行うことについて責任を有する者   
であること。  

○ 医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者  

○ 厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会（介護教員講習会）の修了者その他その者  

に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める者   

■ ■ ● ■lll■ ■ ■ ■llllll■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ t■■ ■ ■ ● ■ll■ ■ ■■■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ tl■■ ■ － ■ ■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■l■ ■ t ■ － ■ ■ ■ － ■ ■l■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■l■ ■ t ■ 一 ■ ■－l  

［経過措置］  

・   平成21年4月1日から3年間は、現に教員であって、医師、保健師、助産師又は看護師  

の資格を取得した後5年以上実務経験を有する者については、適切に科目編成等を行うため  
に必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、領域「こころとからだのしくみ」の室  

料目の編成等を行うことについて責任を有する者としても差し支えない。  l  

l  

l  ■ － ■ ■■ ■ ■ ■ l■ ■ ■■ ■ ll■ ● ■llllllll ■ ■ ■ llll■l■ ■ ■■ ■ ■■－ ■ ■■ ■ ■lllll■ ■ ■■■ ■ ■ ■l■■ ■ ■ ■ ▲■■ t ■■ ■ ■ ■ ■ ■ 一 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■lllllll■ ■ ■ ■ ■ ■ llllllll■ ■ ■ ■ ■－ ■ － ■ －【■ ■■ ■ 一 ■ ■－1 ■ ■ll■■ ■ ■ ■ ■■ ■ －  

領域ごとの科目編成等を行う専任教員の資格に係るその他の基準  

1人の専任教員が、それぞれの基準を満たす場合には、複数の領域について科目編成等を行  
うこととしても差し支えないものであること。  
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［参考］現行の専任教員の｛資格に係る基準  

○ 専任教員であって社会福祉援助技術、社会福祉援助技術演習、介護概論、介護技術、形態   
別介護技術、介護実習又は介護実習指導を教授するものは、厚生労働大臣が別に定める基準   
を満たす講習会（介護教員講習会）において、専任教員たるに必要な知識及び技能に関する   
課程を修了した者その他その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める看であること。   

［省令］  

○ 専任教員のうち2人は、介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を有する者とし、   
これらの者のうち1人は、介護実習指導を教授できる看であること。［省令］  

○ 専任教員のうち2人以上は、介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を有し、当該   
資格取得後5年以上実務に従事した者とし、これらのうち1人は、介護福祉士の資格を有す   
る者とし（後略）。［通知］  

○ 専任教員は、専門分野の担当教員でなければならないこと。［通知］  

0 2年以上の課程の介護福祉士養成施設等については、専任教員のうち少なくとも1人は、   
社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論又は社会福祉援助技術を教授できる者であること。   

［通知］  

；［省令］社会福祉士介護福祉士学校養成施設  昭和62年厚生省令第50号）  定
 
指
 
 

祉
 

護
 
 
 

（
 
 
 

■
■
■
■
■
■
 
 
 

；［通知］「社会福祉士養成施設等指導要領及び介  緒     士養成施設等指導要領について」（昭和63年1月14  
：、日社庶第3号、厚生省社会局長通知）   
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見直し案  

○ 専任教員のうち1人は、教務に関する主任者であ   
ること。［省令］  

○ 専任教員のうち2人以上は、介護福祉士、保健師、   
助産師又は看護師の資格を有し、当該資格取得後5   
年以上実務に従事した者とし、（中略）また、これら   
の者のうち1人は、太弘 大学、短期大学、高等   

専門課程において、おおむ   

純こと。［通知］  

○ 専任教員のうち1人は、領域「人間と社会」、領   
域「介護」及び領域「こころとからだのしくみ」の   

全般にわたる教育課程の運営等を行う教務に関する   

主任者であること。  

○ 教務に関する主任者は、企護提 
お1±る重度塵旦と土工3年以上塑教歴を有する看で   

あって、厚生労働大臣か別に定める基準を満とす講   

呈会（介護重畳鼻翼会迦 息に   

必要な知識及ひ技能に関する課程を修了した者その   

他その者に草する育として厚生労働大臣か定める着   

であること。   
■ ● ■－ ■ － ■ － ■ 一 ● － ■ －－ ■ ■■■■ ■ ■■－ ■ ■ ■ －■■ ■ ■－ ■ － － ■ ■ －■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■  

■ ■ ■ ■■ ■ 一 －                                    ■［経過措置］  ■  

l平成21年4月1日から3年間は、現に養成施設l  
！において従事する教務に関する主任者を、領域全般i  
！にわたる教育課程の運営等を行う教務に関する主任i  
！者としても差し支えないものであること。  l  

l．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．－．＿．－．＿．＿．＿．＿．＿．l  

；［省令］社会福祉士介護福祉士学校養成施  

祉
 

朗
報
 
 

（
 
 

■
■
■
■
■
■
 
 

昭和62年厚生省令第50号）  
；［通知］「社会福祉士養成施設等指導要領  

：、日社庶第3号、厚生省社会局長通知）  
ヽ・■－ － － ■－ － － － － － － － －■ － － ■■ － ■■ － － ■－ ■一 ■－ － － － － －－ ■ 一 － － － ■ ■ － ■■ －－ ■－ ■ － － ● 一 ■ ■  

士養成施設等指導要領について」（昭和63年1月14  
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専任教員により、領域ごとに一貫性1統一性を持った科目の編成、運営等が行われるこ  
とから、専任教員以外の教員については、介護実践と教育との連携を推進する観点から  
介護現場の職員が教員として活躍できるように、基準を弾力化する。  

専任教員以外の教員の資格に係る基準  

教授する内容について相当の学識経験を有する者又は実践的な能力を有する者であること。  
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［参考］現行の教員の資格に係る基準  

教育内容  教員の資格l＝イ系る基準   

分基 望予礎  人間とその生三舌の 理角宰   担当する科目lこつしヽて辛目当の学芸哉経験を有する看であること   

大学院、大学、短期大学及び高等専門学校におし、て、法令の規定に従  
社会手昌祉概論  い、当言亥科目を担当する教授、准教授、助致又は講白市（ヨ巨常勤を含む。）  

として選考された者  

老人手昌祉論  
専修学校の専門課程の教員として、当言亥科目を3年以」二担当した経験  

のある者  

障害者ネ昌祉論  社会福祉主事養成機関、保育士養成所、看護師養成所、歯科衛生士養  
成所、栄養士養成所又lま管理栄養士養成所の専任教員として、当該科目  

社会手昌祉援助技術    を3年以」ニ担当した経験のある者  

社会手昌祉援助技称i ラ寅習  大学院において、当言亥科目に関する研究領土或を専攻した看で修＝ヒ若し＜lま    博士の学位を有する者又は当言亥科目に関する論文を提出し博士の学位を取    得L 
．た者  

老人・障害者の′b理  ・匡lの千手政機関又lま地プぎ公共【司体におし、て管理職以」二の経験力ヾあって、当  

言兵科目に関する業務に3年以」二従事した経験のある者（老人福祉論、障害者  
福祉論lニ限る○）  

家政学概論  ・社会福祉士で5年以上実務に従事した者（社会手言祉援助技術、社会福祉援  

Pヨ  
助技椰子i寅習l二限る○）  

※家政学概論についてlま、栄養・調理、被月反及び住居のすべてのラ｝里予を教  
家政学実習  授できるよう－複数の教員を酉己置する等の酉己慮を手〒うこと○なお、住居の分里予  

を担当する教員l二つしヽてlま、1級建築士でも可とする0  
科  

リハビリテーショ  原則一 理学療法＝ヒ、作業療法士又は整形外科医としての実務経験を有  
ニ／論   する者  

目                                                                                       L′クリエーショニノ 三吉動援助法  日本レクリエーション協会のレクリエーションt コーディネーター又    lまネ昌祉レクリエーション・ワーカーの資格を有し、力、つレクリエーショ    ニ 
ノ‡旨導の実務経験を有する者  

医学一丹生   原貝Ij、 内科医白市  

＝：＝ど≡＝  原貝り、精神科医白市  

．≡■；■．・‡・  
高等学校、旧制高等学校若し＜は旧制高等女学校を卒業した者又lまこ  

．ニ些  れと同等以」ニの学力があると言忍められる看で、かつ、介護福祉士、保健  
師、助産白市又は看護師として、原則とし，5年以」ニ実務に従事した者  
※形態別介護技術のうち一点字、手言古を担当する教員については、点字  

形態男り介護技術  通訳者、手言舌通訳者等としての…舌動歴を有する看であること。  

介護実習   社会寺昌祉援助技術及び社会福祉援助技術演習を教授する者（介護実  
介護実習手旨導  習、介岩垂実習手旨導lニ限る○）  
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見直し案  

【趣旨】  

○ 介護教育の内容の充実及び向上並びに介護教員の   

資質の向上を図り、もって質の高い介護福祉士を養成   
確保する観点から、介護福祉士養成施設において、   
社会福祉援助技術、社会福祉援助技術演習、介護概   
論、介護技術、形態別介護技術、介護実習又は「介   

護実習指導を教授する専任教員（以下「受講対象専   

任教員という。）は、基準告示に定める基準を満た   
す講習会の課程を修了した看でなければならないこ   

ととしたこと。［通知］  

【目的】  

個口識盈   

び技術を修得させ、もって介護教育の内容の充実盈堕   

向上を図ることを目的せするL   

受講対象者】  

福祉士養成施設等において   

専便数員であって領域ごとの科目の編成等を行うもの、   
専任教員であって領域「介護」の科目を教授するもの又   

は専任教員であって教務l離   
屋上ている者  

㌻［通知］「介護教員講習会の実施について」（平成13年8月16日社援発第1430号、厚生労働省社会・援護局  
；長通知）  
＼、＿＿＿＿＿＿＿‥＿＿＿＿＿＿■＿＿－＿＿＿＿＿－－＿■▼＿－－－－－－－－－－－－－－■■・■－－－－＝－－－＝－－－－－－＝－－t－－－－－－－－－－－－－－‥－－－－－－－－－－－－一t－－－－一一－－－t－－－－－－－－－－－－－－－ノ  
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見直し案   現 行   

【内容】   【内容】   

○基準告示の別表に定めるもの以上であること。  ○ 基準告示の別表集1及び別表第2に定めるもの以上  

基託巨卓二示  
であること。［通知］  

基礎分野：7科目のうち2科目以上で各30時間  基準量示男l農ユ  

計60時間以上  専門分野：7科目150時間以上  
専門基礎分野：4科目計90時間以上  
専門分野：7科目150時間以上  

基潅峯示 t 仙■2  

基礎分野：7科目のうち2科目以上で各30時間  

計60時間以上  

専門基礎分野：4科目計90時間以上   

【実施主体】   【実施主体】   

○ 講習会の実施主体は、法人であって、基準告示に定め  ○ 講習会の実施主体は、法人であって、基準告示に定め   
る基準に適合する講習会を行う者であること。  る基準に適合する講習会を行う者としたこと。［通知］  

．空童ユヨ会由実施主イは基礎分野門基礎分野及び   1  
l   
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［参考］基準告示別表の見直し案  

〔現行〕  〔見直し案〕  

基準告示別表  基準告示別表第1関係   

分野   教育内容   科目   時間数   

介護福祉   介護福祉学   30  
学  

介護教育   介護教育方法   30  
方法  

専門分野  学生指導・カウンセリング   15  
学生指導        実習指導方法   15  

介護教育  介護過程の展開方法   15  

演習   コミュニケーション技術   15  

研究   研究方法   30   

合計  150以上   

教育内容   科目   
時間  

野  数   

基   介護福祉  
礎  

各30  

の  
社会福祉学、生活学、人間関係論、心理学、哲学、   計60  

基盤強化  
倫理学、法学のうちいずれか2科目以上   

以上   
野  

専  
門  
基   教育の  教育学、教育方法、教育心理及び教育評価の  計90   
礎  基盤   4科目   以上   

野  

介護福祉  
介護福祉学   30  

学  

介護教育  
介護教育方法   30  

方法  

専  
門  学生指導・カウンセリング   

学生指導  
15   

15  
野  

基準告示別表第2関係  

l基礎分野  l  の 】  論、心理学、哲学、倫理学、法l  各30計60以上l  

基盤強化  学のうちいずれか2科目以上   

専門基礎  教育の墓  教育学、教育方法、教育心理   
盤   及び教育評価の4科目   

計90以上   
分野  

合計  150以上   

介護教育  介護過程の展開方法   15  

演習   コミュニケーション技術   15  

研究   研究方法   30   

300  
合計  

以上  
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見直し案   現 行   

【講師】   【講師】   

○ 講習会の講師は、大学、大学院若しくは短期大学の教   ○ 講習会の講師は、大学、大学院若しくは短期大学の教   
授若しくは助教授又は介護福祉士養成施設において5   授若しくは助教授又は介護福祉士養成施設において5   

年以上の教務主任歴を有する者その他これらに準ずる   年以上の教務主任歴を有する者その他これらに準ずる   

者とすることが望ましい。   者とすることが望ま⊥し、。［通知］   

士内示編成主任  
○ノヘ謹言止士書引こおいてマ に美る主任と  

して5以上の教歴るの他これに準ずる  
基礎分野、専門基礎分野及び∠ゝ野にわたる 

の編成の総合 

女内  

面′‾、女内療編、主任とすることが望ましい  
○教育内容編成主任は、講師とマしても差し支えない  

【その他】   【その他】   

○ 介護教員講習会修了証を交付した者の氏名、性別、   ○ 介護教員講習会修了証を交付した者の氏名、性別、   
受講開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成   受講開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成  

し、厚生労働大臣に提出すること。  し、厚生労働大臣に送付すること。［通知］  
lO受講生の出席状況を的確に把し出席状況が不    ‖   
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参考］履修免除対象者の範囲  

対  象  者   免 除 の 内 容  

大学、大学院若しくは短期大学等又は当該講習会以外の講習会において、基礎分野及  基礎分野及び専門基礎分野のうち、  

び専門基礎分野に係る科目の内容と同等以上の内容を有すると講習会を行う者が認め  

る科目を修めた者  
当該科目の履修を免除  

厚生労働省が認定した「看護教員講習会」受講修了者   
基礎分野及び専門基礎分野の履修  

を免除  

全国社会福祉協議会中央福祉学院の「介護福祉士養成施設介護担当教員特別研修課  専門分野のうち、「介護教育方法」の  
程」受講修了者   履修を免除  

講習会において、専門分野に係る科目を教授する者又は教授したことがある者（介護教  専門分野のうち、当該科目の履修を  
育方法、実習指導方法又は介護過程の展開方法のいずれか1科目を教授した者につい  
ては、これら3科目全て教授したものとみなす。）  

免除  

平成15年4月1日以前に大学院において、介護福祉士養成施設において担当する科目   
講習会の課程の全部の履修を免除   に関連する分野に係る博士の学位を授与された者その他の看であって厚生労働大臣が  

認める者  



福祉系高校の教員については、教育職員免許制度の適用を受けることから  

○ 養成施設等の教員には必要とされない高等学校の教員免許を有している者しか教員  

で
 
 

と
 
 

こ
 
 

る
 
な
 
 

と
 
 

きない仕組みとな  る  
＼
 
 

し
 
 

て
 
 

つ
 
 
 

」
 
 ○ 領域「人間と社会」の必修科目、領域「介護」及び領域「こころとからだのしくみ」の科目   

は教科「福祉」の中の科目として取り扱われ、教科の種類に対応する教員免許を有して   
いる者しか教員となることができない仕組みとなっていること  

○ 学習指導要領によって、科目名及び当該科目における教育内容が規定され七おり、具  
体的な科目編成について各福祉系  高  校の裁量が働く仕組みとはなっていないこと  

等を踏まえつつ、養成施設等と同等の水準が担保されるように基準を設定する。  

①専任教員の数に係る基準  

福祉系高校の基準案  養成施設等の基準案   

○ 下表に定める数以上の教員を有すること。  ○ 下表に定める数以上の専任教員を有すること。  

学生総定員の区分  藍屋一致  学生総定員の区分  専任教昌数  

81人から200人まで  



②領域「人間と社会」の必修科目の教員の資格に係る基準  

養成施設等の基準案（p17～19参照）  福祉系高校の基準案   

【科目編成等を行う専 任教員の基準】   

次のいずれかの条件を満たす者であること  を有する者であること  

○欄隻師又は   

社会福祉士の資格を取得した後5年似上実層眉腰を   
有する看であって、厚生労働大臣が別に定める基準   

員講習会）（ひ を満たす講習会（介護教 者その他   

その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める   

畳  

、短期大学又は高等専   
て、潮二従 い、当該教育内容   

澱勤を   

て選考された者  

い 

致 

し  

○潮員として、当該教育内容   
を3年他のある者  

【選択科目の教員の基準】  

○ 科目を教授するために必要な教員  
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③領域「介護」の教員の資格に係る基準  

福祉系高校の基準案  養成施設等の基準案（p17～19参照）  

○ 領域「介護」を教授する教員のうち1人は、次のいずれ   

の条件も満たす者である≡と且  

教科「福祉」の免 午を有する者  

勘等した者  

牒 麦5年以上の実務   

経験を有旦る者又は文部科学大臣が別に定める基準   

を満たす研修の修了者その他その者に準ずる者とし   

て文部科学大臣が別に定めるもの  

【科目編成等を行＿i専 任教員の基準】   

次のいずれの条件も満た王者であるこL  

O 介護福祉±脚麦5年以上の実務経   
壷＿壬る畳  

○灘満たす講習会   

（介護教 講習会）（ひ修了者その他その者に準ずる   

者として厚生労働大臣が別に定める者  

l■‾■‾■‾■‾■‾■‾－‾■‾■‾■‾■‘‾■‾t‾暮‾‘－‾■‾■‾‘‾‘‾－‾■‘1  

i［経過措置］  l  

l  現に教育している教員については、上記条件のう！  

！与、爛引こ代わり、平成20年4！  
！月1日から3年の間に文部科学大臣が別に定める基！  

l準を満たす講習会を修了した者その他その者に準ず！  
としても  差し支えない  

l   I 専任教員の条件を満たす者 であって、かつ厚生労l  
働大臣が別に定める基準を満たす講習会（介護教員  
講習会）において、専任教員たるに必要な知識及び  

技能に関する課程の修了者その他その者に準ずる者  
として厚生労働大臣が別に定める看であること  

′ヽ．■    J」  



④領域「こころとからだのしくみ」の教員の資格l蔓係る基準  

福祉系高校の基準案  養成施設等の基準案（p17、19参照）  

○閻   

Aは、次のいずれの条件も満仁  

を有する者  

医師、保健師、助産師又蛙j   
た肴  

医師、保イ矧師、助産師又蛙   
⊥た後5年凋   
大臣が別に定める基準を満たて  

女接する教員のうち1  

看であること。  

護師の資格を取得し  

○ 厚生労働大臣が別に定める基≦   
る
 
会
ず
 
習
準
 
菩
【
 
こ
 
〓
〓
ロ
・
■
 
－
 
す
看
 
た
の
 
 醐格を取得  

する者又は文部科学  

研修の修了者その他  

（介護教員講習会）（打修了者その他そ  

者として厚生労働大臣が別に定める者   

その者に準ずる者として文部科学大臣が別に定める  

もの  

■ ■ ■一 ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■－ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■l■－ ■ ■l■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■ － ■ ■■－ － － ■ ■■■■■■－ ●・■■■  

l  

■⊥経過措置］  ■  

■  現に教育している教員については、上記条イ牛のうi  
！ち、医師、保健師、脚  
！蛙わり、平成20年4月1日から3年欄間lこ文部科！  

！掌去臣が別に定める基準を満たす講習会を 修了い㌣  

！畳皇㈱「こころと力、ら！  
！だのしく欄差し支えない。  一  

l．＿．＿．＿．＿．＿．＿．暮．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．＿．■．＿．＿．」  



⑤教務に関する主任者の資格に係る基準  

養成施設等の基準案（p17、21参照）  福祉系高校の基準案   

○ 皇崖＿教員のうち1人は、領域「人間と社会」、領   
域「介護」及び領域「こころとからだのしくみ」の   

全般にわたる教育課程の運営等を行う教務に関する   

主任者であること。  

○ 教務に関する主任者は、介護福祉士養成施設等に   
おける専任教員として3年以上の教歴を有する看で   
あって、厘皇豊働大臣が別圭定める基些を過た圭謹   

鰍   

必要な圭口識及ひ技能に関する課程の修了者その他そ   

の貴に準tる者として厚生労働大臣か定める看であ   

ること。   

○ 数旦のうち1人は、領域「人間と社会」、領域   
「介護」及び領域「こころとからだのしくみ」の全   

般にわたる教育課程の運営等を行う教務に関する主   

任者であること。  

○ 教務に関する主任者は、企護福迦±戯 
福祉系高校等における教員又は介護福祉士養成施設  
1迫上る屋塵塵旦として3年以上の教歴を有する者   
であること。  

■ ■ ● ■ ■■ ■ ■－ ■ 一■ ■ ■ ■ ■■■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ － ■ － ■ － ▼ ■ll■  

i土経過遺墨ユ  
I  

i里成21年4月1旦女ら3年間は、介護逼迫±旦養成！  
■  

葺鯛 

i任を教務に関する主任者としても差し支えない。  
l  



［参考］高等学校の教科「福祉」の教員免許について   

○高等学校の教科「福祉」は、平成11年3月に改訂された高等学校学習指導要領において新設された教科で   
あり、平成15年度から各学校において取り入れられている。   

○これに対応する教員免許についても平成12年の教育免許法の改正により新設されている。  

【教員免許の取得方法】  

（1）現職教員等講習会（平成12年度～平成14年度）  

現職の高校教員で「公民」、「看護」又は「家庭」の高校教員免許を有し、平成15年度以降教科「福祉」を担   

当することが予定されている看で、文部科学省実施の3週間の講習の修了による取得方法。  

（2）教員資格認定試験（平成12年度～平成14年度）  

文部科学省実施の教員資格認定試験合格による取得方法。  

（3）大学での直接養成（平成13年度～）  

文部科学省の認定を受けた大学において所定の単位を修得し、卒業することによる取得方法。  

（4）他教科免許の取得（平成13年度～）   

「福祉」以外の高校教員免許を有する者が大学等において所定の単位を修得することによる取得方法。  

【教員免許状取得に必要な科目の単位数等】   

○普通免許状の取得には、以下の基礎資格と単位修得が必要。   

所要資格  最低修得単位数  

基礎資格       教科に  

関する  
免許状の種類  科目   科目   科目   

高等学  20   23   40   8   91  

校数諭l   20   23   16   8   67   

注）‥その他の科目は日本国憲法（2単位）、体育（2単位）、外国       言吾コミュニケーション   
（2単位）、情報機器の操作（2単位）である。   

＊ 介護福祉士養成課程に   

おける教育力リキュラムの   

見直しに併せて、教科「福   
祉」の教員免許状取得に必   

要な科目の内容についても   

見直しを行う。  
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Ⅲ 施設設備  
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○個別ケアや自立支援等の l個別ケアや自立支援等の 尊厳を支援する介護の視点が重視されるようになり、介護  

の提供方法も変化してきていることを踏まえ、特別浴槽の必置規制を廃止する等の見直 l ■」■丁■「≡   ‾－【‾ ‾’‥’…‾■】▼▼～仁′…り」肌】ノWTV′ノし控  

しを行う。  

○介護実習室、入浴実習室及び調理設備を有する家政実習室は、教育に支障を生じる  
おそれがない限り、それぞれを専用の室として有しなくても差し支えないこととする等の  
基準の弾力化を行う。  

○ITの活用の観点も踏まえ、図書室の蔵書以外にも関連する文献等についで情報検索  
できるよう、必要な機器の整備を義務付ける。  

見直し案  

【普通教室】  

○旦瞳に圭雛数の専用の普   

通教室を有すること。［省令］  
○普通教室の広さは、内法による測定で、学生1人当た   

り1・65平方メートル以上であること。［局長通知］  
行う場合については、当該  

数の普通教室を有すること。  

○普通教室の広さは、内法による測定で、旺扱墓を   
受止る学生1人当たり1．65平方メートル以上であるこ   
と。  

′…＝－－…－‥－…－－－－－－－－－－－－－－－－＝－＝－－－－－－－‥－－－－－－－－－－‥…－－－－…－－－…－－－－…t－‥－－－－－‥－－－－－＝－‥－－－－－－－－－－－‥……、  

H省令］社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和62年厚生省令第50号） ：「 

［局長通知］社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について」（昭和63年1月 l  

；＿＿」竺日社庶第3号、厚生省社会局長通知）  
；［課長通知］「介護福祉士養成施設等指導要領  

し社会局庶務課長通知）  

て
 
 
 

＼
 
 

し
 
 

つ
 
 

則
 
嘲
 
 

し
 
 

」（平成3年3月27日社庶第82号、厚生省  
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見直し案  

【介護実習室】  

○ 豊里塑介護実習室（中略）を有すること。［省令］  

【介護実習室】  

○ 介護実習室（中略）を有すること。  

○ 介護実習室として、専らベッドを用いる実習室（内法に   

よる測定で、おおむね1ベッド当たり11．0平方メートル   

以上の広さを有すること。）及び6畳又は8畳の和室を設   

けること。［局長通知］  
M護実習 は、同じ階l二設けることが   

望ましいこと。［局長通知1  

0 和室については、在宅介護を想定した介護実習を行う   
ためのものであり、襖、障子等で仕切られた独立の部屋   
とし、押入れを設けること。また、学生の見学に支障がな   

蜘口室の外部から見学が   

可能な構造であること［課長通知］  

○ 介護実習室として、専らベッドを用いる実習室（内法に   

よる測定で、おおむね1ベッド当たり11．0平方メートル   

以上の広さを有すること。）及び6畳又は8畳の和室を設   

けること。  

○ 和室については、在宅介護を想定した介護実習を行う   
ためのものであり、襖、障子等で仕切られた独立の部屋   
とし、押入れを設！旭のが望ましい三と。ただし、在宅介   

定した適切な実習が可能であれば、必ずしも 

障子等で仕切られた独立の部屋とし、‡甲入を設けなく三   
も差し支ぇ拉  
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見直し案   現 行   

【入浴実習室】   
【入浴実習室】   

○入浴実習室（中略）を有すること。  ○重恩塑（中略）入浴実習室（中略）を有すること。  
［省令］  

○入浴実習室は、内法による測定で、同時に授業を受け    ○入浴実習室は、内法による測定で、学生1人当たり1．   

る学生1人当たり1．65平方メートル以上の広さを有し、   65平方メートル以上の広さを有し、簡易昇降装置を有   
家庭浴槽とシャワー設備を備え付けた上、給排水設備   する特別浴槽と家庭浴槽を備え付けた上、給排水設備   
を整えること。   を整えること。［局長通知］  

は、同じ階に設けることが  

望ましいこと。［局長通知］  
授業をより効率的に  ○特別浴槽と家庭浴 

行うため、おおむね10分程度で40度のお湯が適量に  

備を整えること。なお、特別浴槽とは、  
簡易昇降装置を有し、気泡等特別な装置が施されてい  

であること。［課長通知］   

【家政実習室】   【家政実習室】   

○調理設備を有する家政実習室（中略）を有すること。  ○重用旦（中略）調理設備を有する家政実習室（中略）を  

有すること。［省令］  

○家政実習室は、内法による測定で、同時に授業を受け    ○家政実習室は、内法による測定で、学生1人当たり1．   

る学生1人当たり1／65平方メートル以上の広さを有し、   65平方メートル以上の広さを有し、調理設備、裁縫作業   
調理設備、裁縫作業台（同時に授業を行う学生6人につ   台（同時に授業を行う学生6人につき1台及び教員用1   

き1台）を備えること。   皇）を備えること。［局長通知］   
○ 調理実習室と裁縫作業室を別個に設ける場合につい   ○ 調理実習室と裁縫作業室を別個に設ける場合につい   

ては、それぞれ規定の面積以上の広さを有すること。   ては、それぞれ規定の面積以上の広さを有すること。  
［課長通知］  



見直し案  

【図書室】  

○ 教育上必要な（中略）図書その他の設備を有すること。   

○ 指定規則別表第4に定める数量包査に関する垂盟旦   
畳盈建学鹿建誌を備えていること。捜虻介護」の硯塊   

に関する図書の充実を図ること．  

0 図書室を有すること。  

【図書室】  

○ 教育上必要な（中略）図書その他の設備を有すること。  
［省令］  

○ 指定規則別表第4に定める魁旦に関する室盟旦豊を  
1⊥「月旦鮎土備えていること。  

［局長通知］  

○ 図書室を有すること。［局長通知］  
○ 貸出カートや図書検索目録なとが整備されていること．  

［課長通知］  

○ 十分な閲覧スペースと閲覧設備（机、いす等）が整備さ   
れていること。［課長通知］  

○（前略）図書は、適当数を補充し充実に努めること。［課   
長通知］  

○ 十分な閲覧スペースと閲覧設備（机、いす等）が整備さ   

れていること。  

○（前略）図書は、草生墾▼垂望を勘案し、定期的に塵喜を   

補充二更厳し充実に努めること。  
○ 図書室の蔵書以外にも関連する文献等についで情報   

検索てきるよう必要な櫨器を整備すること．  
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○細  

［省令］  

イ 実習用モデル人形   

口 人体解剖模型  

ハ 人体骨格模型  

二 人工呼吸訓練人形  

ホ仰臥した状態を起こした状態及び下肢を下げた状態にする性能を有するベッド  

ヘ 車いす  

ト 浴槽（特別浴槽を含む。）  漉［局長通知］  
○ 教育用機械器具等について［課長通知］  

ア ストレッチャーのうち、1台以上はギヤツチベッドと水平になるものを備えること。  

イ排泄用具（ポータブルトイレをのぞく。）はギヤツチベッド1台に1組を備えること。なお、ポー   

タブルトイレについては、2個以上備えること。  
り 携帯用点字器については、同時に授業を行う学生1人に1台及び教員用1台を備えること。  

エ歩行補助つえ（つえ、松葉づえ等）及び盲人安全づえ（普通用、携帯用）については、それ   

ぞれ2本以上備えること。  
オ 家庭用ミシンについては、裁縫作業台と同数以上を備えること。   

力 和室には、寝具を1組以上備えること。  
キ ベッドはすべてギヤツチベッドとし、うち電動式ベッドを1台以上備えること。  

ク 障害者用調理機器・障害者用食器を適当数備えること。  

○ 機械器具及び図書は、適当数を補充し充実に努めること。［課長通知］  

ズ  章董ニー  
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品名  数量  数量  
l＝±コ  2   

2   体位変換、清拭等介護実習に適したもの。  

1   今身樟型とlノ、分解数は問わない∩   

人体骨格模型   
1  

工呼吸言川績人形   

キャッチベットを含む 嘉さが調整で 
、人用ベッド   学生5名に1   

すりを備えたもの∩  
学生5名に1  背部及び胸部の角唐．戻のき        るもの（雷動でなくても可と 

動用リフト   床走行式、固定式、据置式いずれも 

スフィ丁イノウボー  
ド・スライディンゲ  遭呈数  

学生5名に1  簡易重いすでも可とする（  

ヱ二∠▼上  

車いす   学生5名に1  簡易浴槽   
移動できるもので浴槽が硬質のもの及並致  

畳鮎。  

簡易浴槽   移動できるもので浴槽が硬質のもの。  ストレッチャー  学生10名に1  

ストレッチャー   ポータブルトイレ Li入み伸器 、尿器  

排せつ用具   適当数  ポータブルトイレ、尿器等。  

歩行補助つえ   適当数  
適当数  普通用と携帯用を揃えること。   

盲人安全つえ   

視聴覚機器   

障害者用調理器具  
障害者用食器   

適当数  

［局長通知］   

一‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾■■－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－  

′ r［省令］社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和62年厚生省令第50号）  

：［局長通知］「社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について」（昭和63年1月 l  
：14日社庶第3号、厚生省社会局長通知）  
；［課長通知］「介護福祉士養成施設等指導要領取扱い細則について」（平成3年3月27日社庶第82号、厚生省  
し社会最良務課長通知之 

……＿＿＿＿…＿＿＿…▼……………＿▼＿…＿…‖＿＿＿＿＿……＿…＿，－＿－＿…＿…■………▼＿＿＿＿…  l ＿ノ′ 41   



養成施設等の基準案  福祉系高校の基準案   

【普通教室】  

○ 普通教室の広さは、内法による測定で、同時に授業を   
受ける学生1人当たり1．65平方メートル以上であるこ   

と。  
【介護実習室】  

○ 介護実習室として、専らベッドを用いる実習室（内法に   
よる測定で、おおむね1ベッド当たり11．0平方メートル   

以上の広さを有すること。）及び6畳又は8畳の和室を設   
けること。  

【入浴実習室】  

○ 入浴実習室は、内法による測定で、同時に授業を受け   
る学生1人当たり1．65平方メートル以上の広さを有し、   
家庭浴槽とシャワー設備を備え付けた上、給排水設備   
を整えること。  

【家政実習室】  

○ 家政実習室は、内法による測定で、同時に授業を受け   
る学生1人当たり1．65平方メートル以上の広さを有し、   
調理設備、裁縫作業台（同時に授業を行う学生6人につ   

き1台）を備えること。   

【普通教室】  

○ 普通教室の広さは、内法による測定で、同時に授業を   
受ける学生1人当たり1．65平方メートル以上であるこ   

と。  
【介護実習室】  

○ 介護実習室として、専らベッドを用いる実習室（内法に   
よる測定で、おおむね1ベッド当たり11．0平方メートル   

以上の広さを有すること。）及び6畳又は8畳の和室を設   
けること。  

【入浴実習室】  

○ 入浴実習室は、内法による測定で、同時に授業を受け   
る学生1人当たり1．65平方メートル以上の広さを有し、   
家庭浴槽とシャワー設備を備え付けた上、給排水設備   
を整えること。  

【家政実習室】  

○ 家政実習室は、内法による測定で、同時に授業を受け   
る学生1人当たり1．65平方メートル以上の広さを有し、   
調理設備、裁縫作業台（同時に授業を行う学生6人につ   

き1台）を備えること。  

t   平成21年3月31日に現に存する福祉系高校（基本  
l的な設備が完成しているものを含み、平成21年4月1日  

i以直に垣築され、又は改築さ元面を除く．：について！ i 
は、上記の中で「00平方メートル以上」とあるのは  

■ 
■  

．＿．＿．＿．＿．＿仙＿  



Ⅳ 実習  
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見直しの基本的考え方  

○ 新しい教育力リキュラムの中で実習の「ねらい」として掲げられる以下の2点に対応で   
きるよう、実習施設・事業等に係る基準の見直しを行う。  

①様々な生活の場における個々の生活リズムや個性を理解した上で、個別ケアを理解   
し、利用者・家族とのコミュニケーションの実践、介護技術の確認、多職種協働や関係機   
関との連携を通じたチームの一員としての介護福祉士の役割について理解する学習と   

すること  

② 利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価や   
これを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を   
総合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する学習とすること  
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見直し案  

○ 次に掲げるもののいずれをも介護実習に利用できるこ   

と。ただし、イに掲げるものにおける介護実習に係る時   
間数の1割程度については、適所の施設又は事業とし   
て厚生労働大臣が別に定めるものにおける介護実習を   

もってイに掲げるものにおける介護実習に代えることが   

できる。［省令］  
イ 入所の施設として厚生労働大臣が別に定めるものの   

うち、原則として設置後旦生以上経過したものであって   
介護実習を行う些＿に適呈なも墾（次号において「入所実   

習施設」という。）［省令］   
ロ 身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生   

活を営むのに支障がある者につきその者の居宅におい   

て入浴、岨介護を行う事業又は主として   
居宅において介護を受ける者若しくは当該者を現に養   

護する者に必要な援助を行うことを目的とする施設とし   

て厚生労働大臣が別に畳めるもののうち、原則土ヒ三鼠   
盤＿後又は設置後3年以上経過したものであって介護裏   

里掛適当なもの（次号において「居宅介護実習   

事業等」という。）［省令］  

艶‖こ定め   

るものであって、介護保険法その他の関係法令に基づく  
鼓員の配置に係る  たすものであること  
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○ 個別ケアを理解するため、介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計画の修   
正といった介護福祉士としての一連の介護過程のすべてを実践する場としてふさわしいよ   

う、介護職員に占める介護福祉士の比率が3割以上であることや、介護サービス提供のた   
めのマニュアル等や介護過程に関する諸記録が整備されていること等を要件とする。  

○ 介護実習に係る時間数の3分の1以上を実習施設・事業等（Ⅱ）における実習に充てる   
こととする。  

見直し案  

○ 次に掲げるもののいずれをも介護実習に利用でき   

ること。ただし、イに掲げるものにおける介護実習に   

係る時間数の1割程度については、通所の施設又は   

事業として厚生労働大臣が別に定めるものにおける   

介護実習をもってイに掲げるものにおける介護実習   

に代えることができる。［省令］  
イ 入所の施設として厚生労働大臣が別に定めるも  

ののうち、  
あって介護実習を 行うのに適当なもの（次号におい  

て「入所実習施設」という。）［省令］  
口 身体上若しくは精神上の障害があることにより日  

常生活を営むのに支障がある者につきその者の居  

宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業  
又は主として居宅において介護を受ける者若しくは  

当該者を現に養護する者に必要な援助を行うことを  

目的とする施設として厚生労働大臣が別に定めるも  

但のうち、原則として開始後又は設置後3年以上経  
過したものであって介護実習を 行うのに適当なもの  

（次号において「居宅介護実習事業等」という。）［省  

適切に整  清されているこ  

ること、．、  

に充てること＿．＿い＿  

令］   



］「厚生労働大臣が別に定めるもの」  

2 指定規則第五条第一項第十四号イに規定する厚生労働大臣が別に定めるものは、   
次に掲げるものとする。  

一 児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、   
肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び指定医療機関  

二 生活保護法 に規定する救護施設及び更生施設  

三 老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業並びに老人デイサービスセンター、  
老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム  

四 介護保険法に規定する指定居宅サービス（訪問リハビリテーション、居宅療養管理   
指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業所、指定地域密着型   
サービスを行う事業所、指定施設サービスを行う施設、指定介護予防サービス（介護   
予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及   
び介護予防特定福祉用具販売を除く。）を行う事業所及び指定介護予防地域密着型   
サービスを行う事業所  

五 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業及び障害者支援施設  

六 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）に規定する被災労働者の受   

ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設であって、年金たる保険給付を   
受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に   
対し必要な介護を提供するもの  

七 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅にお   
いてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とする   
施設  
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○ 実習において個別ケアを体験・学習できるようにする観点からは、実習施設ヰ業等  
（Ⅱ）として、訪問介護等の利用者の居宅を訪問して行うサービスや小規模多機能型居   
宅介護等のサービス形態を確保することが望ましい。  

○ しかし、一定期間以上継続して実習を行う実習施設■事業等（Ⅱ）として上記のような   

サービスを確保することが困難であるという状況を踏まえ、実習施設・事業等（Ⅰ）の選   
定に当たっては、実習施設・事業等（Ⅱ）を含めた介護実習全体の中で施設における実   

習に片寄ることのないよう、短期間であっても、上記のようなサービスを含む居宅サービ   

スを確保することにより、利用者の生活の場である多様な介護現場において個別ケアを   
体験・学習できるよう、配慮することとする。  

■○実習施設・事業等（Ⅰ）の種別の選定に当たっては、実  ■○ 入所実習施設の選定に当たっては、特定の施設種別  
■   

習施設・事業等（Ⅱ）を含めた介護実習全体で特定の施   に片寄ることのないよう老人福祉施設、身体障害者更生   
設暮事業等の種別に片寄ることのないよう、高齢者関係   援護施設、児童福祉施設等のバランスに配慮すること。   

施設・事業等、障害者関係施設・事業等及び児童関係  ［課長通知］  

施設・事業等で多様な経験・学習ができるよう配慮する  

こと。  

■  q  



○ 介護実習について適当な実習指導者の指導が行われ   

ること。［省令］  
○ 入所実習施設において、同時に実習を行う学生の数   

は、1施設当たり5人までとすること。［課長通知］  

○ 介護実習について適当な実習指導者の指導が行われ   

ること。  
○ 実習施設・事業等が同時に受け入れることができる学  

1人につき5人を限度とすること。  生数は、   

一一一－－－－－－－－－－－－－－－t－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－一一－－t t－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－■一●－■■■■－－‾‾ 

r′［省令］社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則（昭和62年厚生省令第50号）  
；［局長通知］「社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について」（昭和63年1月  
：14日社庶第3号、厚生省社会局長通知）  
；［課長通知］「介護福祉士養成施設等指導要領  

：、社会局庶務課長通知）  
」（平成3年3月27日社庶第82号、厚生省  て

 
 

＼
 
 

し
 
 

つ
 
に
 
 

し
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見直し案  

○ 塞豊艶敷長里等⊥王⊥における実習指導者は、企崖   
福祉士の賃格を有する者又は3年以上介言空業預に従事   
した緯璧のあろ看であること  

○塞里施設凰における実習指導者は、企崖   
福祉士として3年以上冥執こ徒事した経韓かあり、かつ、  
厚生労働大臣か別に定め  

重
登
 
遇
 
蔓
 

延±養成  

等鼻翼過  を塵了した者   

その他その者に草する育として厚生労働大臣か別に定   
める畳であること。  

［草する肴二  

福祉協議会塑壬亘う 
平成2q年旦旦旦］旦圭でに「社会福 

肴特別研修課程を修了し、かつ、介護福祉士の資格を   
有する者」に該当する着   

■l■ ■ ■ ■ － ■ － ■ ■■■■ ■ － ■ －－ ■ ■■■－ ■ 一 － ■ ■ ■ ■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 一 ● －1■ ■llll■ ■ lllll■■ ■ ■ ■  

上塵週足畳ユ  

4丑金指寺山去人全国社会猛祉協言義会が行う介護福祉  
士養成実習施設実習指導者特別研修課程を修了し、力 修M  

の間は、ア、  イに加えて、5  

した経験があり、かつ、介  

註福祉士の資格を有する者  
人全国社会福 

特別研修課程を修¶」か  ±養成実翠施設実習指導畳 ？、介護福祉士の資格を暮する者［局長通知］   
ることと  抑i  

：○ ！企護遍迦±墾塵塵を有する者」とと鼻翼提豊畳過る量i  

！l羊？し、、ては、平成24年3月31日まての間は、引き続きi  
＿    ■  サーTt lL一 ヽ↑ ＿」＿■ l  

えないも  
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見直し案  

○ 実習施設■事業等における実習計画が、当該実習施設一事業等との連携   
の下に定められていること。  

等を週1   ○ 養成施設呈鼎抱し臭里親間中に各実習施設二事業  回以上巡回して、個々の学生について実習の課題を把握し、実習旦提の達  

○ 各入所実習施設及び居宅介護実   
習事業等における実習計画が、当該   

入所実習施設及び居宅介護実習事   

業等との連携の下に定められている   

こと。［局長通知］  
e」入所実習施 

事業等は、実習担当別引こよる定期   
的巡回指導が可能な地域に存する   
三とL［局長通知］  

○ 実習担当教員による定期的巡回指   

業等に裡て、少なくとも週2  

盛躾週を踏まえL旦桂達成のための具体的な  について  

に学生が  

往云二ととして凰差し支えなし㌔＿  

が1日か   

＼ては、  ［課長通知］  

ション   

定量を通l∑実習に必要 な知抑   

幽学生の学習到達状盟lこ応じた組合的な学習となるよう努めること。 

○ 実習において知り得た個人の秘密の保持について、実習生が十分配慮す   
るよう指導すること。  

○ 実習において  

胤
諾
 
知
∴
す
 
 

の保持につし  て
軒
 
 

；′［局長  

． 14  第 
社会福祉士  

‾‾▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ■■■■■－■■一－－－－－－■■－■■■■■ ■■■－－－■－●■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－t－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－■－、  

成施設等抵導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について」（昭和63年1月   
生  

要  

3号、厚  1  

1  

（平成3年3月27日社庶第82号、厚生省：   」
 
て
 
 

＼
 
 

し
 
 

つ
 
 

則
 
嘲
 
 

し
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介護実習・介護総合演習の一体的な実施例  
実習施設・事業等（Ⅱ）  実習施設・事業等（Ⅰ）   

介護実習  

1W＝5日間1D＝6時間  
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福祉系高校の実習についても、養成施設等と同様の基準を適用する。  

［参考］福祉系高校の教育力リキュラムにおける実習の取扱い  

見直し案   現 行   

0 450時間程度め現場実習が必要   ○現場実習の他に校内での知識・技能の修得に係る時  
間も含めて210時間の中で学校の裁量で実施   
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Ⅴ 実務経験ルートにおける  
通信課程  

56   
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O「印刷教材等のみによる授業」、「放送授業又はメディアを利用して行う授業」又は「面   

接授業（いわゆるスクーリング）」のいずれかの方法により授業を行うものとする。  

O「印刷教材等のみによる授業」及び「放送授業又はメディアを利用して行う授業」の方   

法により授業を行う場合にあっては、定期的に添削等による指導を行うほか、科目ごと   
にレポートを提出し、単位認定試験等による評価を行うことを標準として、当該科目の履   

修を認定するものとする。  

O「印刷教材等のみによる授業」は「放送授業又はメディアを利用して行う授業」又は「面   

接授業（いわゆるスクー」ノング）」の方法で行った場合のおおむね3倍の時間の自己学習   

を必要とするような内容を標準とするものとする。  

O「介護の基本」、「コミュニケーション技術」、「生活支援技術」及び「介護過程」の合計3   
00時間のうち45時間分については、教員と学生との双方向の対話による演習形式や   

実技を取り入れた授業を中心として教授することが必要であることから、「面接授業（い   

わゆるスクーリング）」の方法による授業を義務付ける。   

なお、45時蘭の「面接授業（いわゆるスクーリング）」は、「生活支援技術」及び「介護過   

程」の内容を中心に構成するものとする。  

O「面接授業（いわゆるスクーリング）」も含めた全授業時間数の3分の1以下の範囲内   

において、これを委託して実施することも認める。この場合にあっては、委託先において、   
当該授業の実施に関し、教員、施設設備等に係る必要な基準を満たさなければならない   

ものとする。  
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実務経験ルート   

通信課程以外の課程、通信課程  1，800時間の   
課程  

授業  授業  
授業時間数  

教育内容  
時間数  時間数  

（印刷教材／  

放送・メディア）   

人間の尊厳と自立   30以上   15   45／15  

芸の志            人間関係とコミュニケーション   
人  

30以上  

間  
小計   60以上   15   45／15  

と  の  社会の理解   60以上   30   90／30  

社  
∠ゝ  小計   60以上   30   90／30  
コ＝  

小 計  240   45   135／45   

介護の基本  180   90  300時間のうち  

45時間は、「生  

コミュニケーション技術  60   
活支援技術」及  
び「介護過程」  

の内容を中心  

生活支援技術  300   に構成された  

介  
「面接授業（い  

護  わゆるスクーリ  

介護過程  150   
ング）」の形式  

により行う。  

介護総合演習  120  

介護実習  450  ／  

／  ／  

小 計  1260   300   
765／255  

面接45   

t．＿＿  

発達と老化の理解   60   45   135／45  

」  

ろ  認知症の理解   60   60   180／60  

と  

か  

レヽ  ．障害の理解   60  ．  60  ．  180′／60．   】 h  l障害の理解   1  60  1  60  1   180′／60l  

だ  

の  

し  

く  
こころとからだのしくみ   120   90   270／90  

み  

小 計   300   255   765／255   

合 計  1800   600   
1，665／555  

面接45   
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専任教員の数に係る基準  

養成施設ルート  実務経験ルート（通信以外）  実務経験ルート（通信）   

○ 下表に定める数以上の専任教  ○ 下表に定める数以上の専任教  ○ 下表に定める数以上の専任教   

員を有すること。  員を有すること。  員を有すること。  

学生総定員の区分   専任教員数  

【2 －一－－」－－－－－一一【ん‾H叩‾－  

引  



専任教員の役割と資格に係る基準  

養成施設ルート   実務経験ルート（通信以外）   実務経験ルート（通信）   

○専任教員のうち1人は、次の  
いずれかの条件を満たす者とし  
て、領域「人間と社会」におけ  

性・統一性を持 った科目  

の編成等を 行うことについて土  

任を有する者とする。  

＜久略＞  

○専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   
いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   
領域「介護」における一貫性・   領域「介護」における一貫性・   領域「介護」における一貫性・   
統一性が確保された科目の編成   統一性が確保された科目の編成   統一性が確保された科目の編成   
等を行うことについて責任を有   等を行うことについて責任を有   等を行うことについて責任を有   

する者とする。   する者とする。   する者とする。   

＜条件略＞   ＜条件略＞   ＜条件略＞   

○ 専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   ○ 専任教員のうち1人は、次の   
いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   いずれの条件も満たす者として、   
領域「こころとからだのしく   領域「こころとからだのしく   領域「こころとからだのしく   
み」における一貫性・統一性が   み」における一貫性一統一性が   み」における一貫性・統一性が   

確保された科目の編成等を行う   確保された科目の編成等を行う   確保された科目の編成等を行う   

ことについて責任を有する者と   ことについて責任を有する者と   ことについて責任を有する者と   

する。   する。   する。   

＜条件略＞   ＜条件略＞   ＜条件略＞   
ー ■ ■ ■ ■ t ■l■ ■■ ■ 一 ■ － ■ ■ 暮 －111■ ■ ■ 一 ■ ■■ ● － ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■1■ ■ ■ ■ ■ ■ － ● － ■ 一 暮 ■ ■  1  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ▲ － ■ － ■ 1  ■ ■ ■ 一 ■ ■ ■ 一 ■ ■■ ■ － ■ － ■ ■ヽ   

i［経過措置］＜略＞  ■  i［経過措置］＜略＞  l  i［経過措置］＜略＞  l   

i01人の専任教員が、それぞれ！  i01人の専任教員が、それぞれ！  i01人の専任教員が、それぞれ！   
iの基準を満たす場合には、複数l  iの基準を満たす場合には、複数l  iの基準を満たす場合には、複数l   
iの領域について科目編成等を行I  iの領域について科目編成等を行i  iの領域について科目編成等を行i   
iうこととしても差し支えないもi  

l   ■   i．＿旦で董卓．⊆と？＿＿＿．＿仙＿＿＿．＿．   
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O「面接授業（いわゆるスクーリング）」の方法により領域「介護」の授業を行う場合には、   
学生8人につき1人の指導教員とこれを統括する主任指導教員を1人置くものとする。  

○ 主任指導教員は、「面接授業（いわゆるスクーリング）」の授業計画を作成し、学生の   
評価基準を明確にするなどして、指導教員との連携を図るものとする。  

○ 主任指導教員は、介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5   
年以上実務経験を有する者であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講   
習会（介護教員講習会）において、必要な知識及び技能に関する課程を修了した   
者その他その者に準ずる者として厚生労働大臣が別に定める看であり、かつ、介   
護福祉士養成施設において、旧カリキュラムにおける専門科目又は新カリキュラ   
ムにおける領域「介護」の科目を5年以上教授した経験を有する者とする。 

○ 指導教員は、介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年   
以上実務に従事した者とする。  

○ 介護技術講習の主任指導者又は指導者の要件を満たす者は、それぞれ主任指導   
教員又は指導教員になることができるものとする。  

○ 主任指導教員及び指導教員は、専任教員と兼務しても差し支えないものとする。  
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【参考】実務経験ルートの通信課程における領域「介護」の面接授業（いわゆるスケ王粒ダ   

の主任指導教員・指導教員の要件と介護技術講習の主任指導者・指導者の要件の此於  

実務経験ルートの通信課程におけ  

る面接授業（いわゆるスクーリング）   
介護技術講習   

介護福祉士、保健師、助産師又は看護  介護福祉士、保健師、助産師又は看護  
師の資格を取得した後5年以上実務に  師の資格を取得した後10年以上実務  
従事   に従事  

かつ   又は  

主任指導教員                      介護福祉士養成施設において、 旧カリ  介護福祉士養成施設等において専門   

又は   キュラムにおける専門科目又は新カリ  科目を5年以上教授   

キュラムにおける領域「介護」の科目  
主任指導者  

を5年以上教授   
又は  

上記と同等以上の知識・経験   

＋  ＋  

介護教員講習会（300時間以上）の  主任指導者養成講習（14時間以上）の  
修了等   修了   

指導教員  介護福祉士、保健師、助産師又は看護  介護福祉士、保健師、助産師又は看護  

又は  
師の資格を取得した後5年以上実務に  師として、原則5年以上実務に従事  

従事  

指導者  
＋  

指導者養成講習（14時間以上）の修了   
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「面接授業（いわゆるスクーリング）・」の方法による授業が義務付けられる「介護の基本」、  
「コミュニケーション技術」、「生活支援技術」及び「介護過程」のうち合計45時間分を教授  

するために必要な施設設備を、面接授業を実施する期間において確保すれば差し支えな  
いものとする。  

実務経験ルート（通信以外）   実務経験ルート（通信）   

【普通教室】   【普通教室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○普通教室は、面接授業を 実施する期間において確保  

されていれば差し支えないものであること。  
＜その他の基準については、養成施設ルートと同様＞   

【介護実習室】   【介護実習室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○介護実習室 は、面接授業を実施する期間において痙  
保されていれば差し支えないものであること。  
＜その他の基準については、養成施設ルートと同様＞   

【入浴実習室】   【入浴実習室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○入浴実習室 は、面接授業を 実施する期間において確  

保されていれば差し支えないものであること。  
＜その他の基準については、養成施設ルートと同様＞   

【家政夷習室】   
る家事実習室は けないこととして   ○  備を有する家事実習室は、設けないこととして   

も差し支えないものであること。   も差し支えないものであること∩   

【図書室】   【図書室】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○図書室は、設けないこととしても差し支えないものであ  
基≡土立 

【その他】   【その他】   

＜養成施設ルートと同様＞   ○保健室、更衣室、演習室、学生相談室等の設備は、設  

けないこととしても差し支えないものであること∩  6＿  



品名   数量  品名   数量  

実習用モデル人形   Z   体位変換、清拭等介護実習に適したもの。  実習用モデル人形  適呈＿数  体位変換、清拭等介護実習に適したもの。   

人体骨格模型   人体骨格模型   

成人用ベッド   と主 5 こ1  ギャチベットを含む。手すりを備えたもの。   成人用ベッド   学生8名に1  手すりを備えたもの。   

移動用リフト   床走行式、固定式、据置式いずれも可とする。  移動用リフト   床走行式、固定式、据置式いずれも可とする。   

スライディングボー  スライディングボー  

ド・スライディング  適当数  ド■スライディング  
マット  

適当数  
マット  

車いす   r当 5 こl  幸いす   学生8名に1  

簡易浴槽   移動できるもので浴槽が硬質のもの。   簡易浴槽   移動できるもので浴槽が硬質のもの。   

ストレッチャー   Z  ストレッチャー   適呈＿数  

排せつ用具   適当数  ポータブルトイレ、尿器等。   排せつ用具   適当数  ポータブルトイレ、尿器等。   

歩行補助つえ   適当数  歩行補助つえ   適当数  

盲人安全つえ   適当数  普通用と携帯用を揃えること。   盲人安全つえ   適当数  普通用と携帯用を揃えること。  

視聴覚機器   
■ご’   

視聴覚機器   適当数  丁 適当数  テレビ、ヒテオ、OHP、フロシエクター 人ナー   
障害者用調理器具  

障害者用食器  
障害者用調理器具  
障害者用食器  

適当数  
適当数  

和式布団一式  
和式布団一式  
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○ 養成施設が昼間課程又は夜間課程と通信課程とを併せ持つ場合にあっては、一昼間課   

程又は夜間課程における授業と通信課程における「面接授業（いわゆるスクーリング）」   

の方法による授業とが、それぞれに支障を来すことのないよう配慮すること。  

○ 通信課程の事務職員を置くこと。ただし、当該事務職員は通信課程における教員と兼   

務してはならない。  

O「印刷教材等のみによる授業」及び「放送授業又はメディアを利用して行う授業」の方   

法により授業を行う場合にあっては、添削指導や学生からの質問への対応など、学生の   
自己学習を支援するための体制整備に努めること。  

O「面接授業（いわゆるスクーリング）」の方法により授業を行う場合にあっては、働きな   
がら学習する学生に配慮し、開講の時期や場所について多様な選択肢を用意すること   

が望ましいこと。  
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○ 修業年限は6月以上とする。  
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Ⅵ 介護技術講習  
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介護技術講習の時間数等については、  

○ 介護技術講習の仕組みは、講習を修了した者l  み  仕
 
 

る
 
 

す
 
 

除
 
 

」 実技試験を免  －
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成課程において担保されるルートについては、  
除する取扱いとすることから、今後、介護技術講習の対象者は縮小すること  

を踏まえ、今回の教育力リキュラム等の見直しに併せた見直しは行わない。  

［介護技術講習の対象者］   

新しい教育力リキュラムの実施に伴い、以下のルートについては、介護技術講習を経なくても実技試  
験を免除する取扱いとするため、介護技術講習の対象者は以下のように縮小することとなる。  
・養成施設ルート  

・600時間程度の養成課程を経る場合の実務経験ルート  

・1，800時間程度の教育時間を確保した福祉系高校ルート  

平成24年度以降   現 行   

○ 福祉系高校ルート（1，190時間程度及び1，155時   ○ 福祉系高校ルート   

間程度の課程に平成21年度から平成25年度までに入  

学した者限る。）  
03つのルートと同等以上の知識・技能を有すると認めら  

れる者であって厚生労働省令で定めるもの  

（例：日比経済連携協定の実務経験コース）   
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［参考］介護技術講習制度について  

1 趣旨  
妻
て
ト
ト
士
丁
喜
－
打
ト
ト
＿
‖
－
 
 

り
も
士
技
も
の
 
 

取
と
祉
実
と
質
 
を
と
福
て
と
の
 
 

験
る
護
し
る
士
 
 

試
な
介
対
図
祉
 
士
と
、
に
を
福
 
 

祉
題
め
者
上
護
 
福
課
た
た
向
介
 
 

護
が
の
し
の
て
 
 

介
等
こ
了
術
っ
 
 
 

制
 
修
技
も
 
 

巻
し
 
 

、
て
つ
験
な
 
り
つ
に
試
正
 
 

お
な
術
士
適
 
 

て
と
技
祉
の
 
 

し
題
的
福
験
 
 

大
課
門
護
試
 
 

増
な
専
介
技
 
 

々
要
る
、
実
 
 

年
重
す
り
た
 
 

が
も
関
よ
じ
 
者
上
に
に
通
 
 

験
向
等
と
を
 
 

受
の
護
こ
等
 
 

の
質
介
る
減
 
 

験
の
う
す
軽
 
 

試
等
行
入
担
 
 

技
看
て
導
負
 
 

実
験
い
を
る
 
 

、
経
お
度
け
 
0
 
と
務
に
制
お
の
 
 

る
実
等
る
に
も
 
 

み
る
設
す
験
る
 
 

を
す
施
除
試
す
 
 

状
験
成
免
技
資
 
 

現
受
養
を
実
に
 
 

く
、
定
験
、
上
 
 

体
 
 

施
 
 

実
 
 

試験の  

いる  

いて  
ト
指
試
に
向
 
 

を
護
、
 
 

習
介
り
 
 

講
の
図
 
 

0
の
者
を
 
 

験
施
 
 

受
実
 
 

2 改正内容   

の
め
り
 
 

等
じ
よ
 
 

設
か
に
 
 

施
ら
請
 
 

成
あ
申
 
 

養
て
の
 
 

定
し
そ
 
 

指
と
、
 
 

士
の
て
 
 

祉
も
い
 
 

福
す
つ
 
護
た
に
 
 

介
満
者
 
 
 

を
た
 
 

）
 
 
 

1
 
 
 

（
 
 

る
の
わ
 
 

す
も
行
 
 

施
た
に
 
 

実
れ
後
 
 

が
ら
日
 
 

者
出
了
 
 

て
う
免
 
 

つ
い
、
 
 

あ
と
り
 
 

で
」
限
 
 

習
習
に
 
 

講
講
回
 
 

る
術
3
 
 

す
技
を
 
 

関
護
験
 
 

に
介
試
 
 

術
「
技
 
技
下
実
 
護
以
る
 
 

介
 
 

設置  

届け  

一定の要件  

）を修了し  
する。  

ヽ
 
 
0
 
 修  除
 
 う

 
の
講
受
切
 
 

い
 
も
者
を
適
 
 

を
 
う
導
と
を
 
 

件
 
行
指
こ
定
 
 

要
0
て
（
る
認
 
 

の
と
し
習
あ
の
 
 

て
こ
保
講
で
了
 
 

べ
る
確
な
者
修
 
 

す
す
を
要
る
程
 
 

る
と
設
必
す
課
 
 

げ
上
施
に
と
、
 
 

掲
以
な
の
う
て
 
 

に
間
要
る
よ
し
 
次
時
必
す
け
対
 
 

、
2
び
授
受
に
 
 

は
3
及
教
を
者
 
 

と
、
師
を
験
た
 
 

は
講
程
試
し
 
 

」
 
件
間
の
課
士
了
 
 

要
時
数
、
祉
終
 
 

の
の
な
は
福
を
 
 

定
習
要
師
護
習
 
 

一
講
必
講
介
講
 
 

ト
 
 
 

l
十
－
サ
・
ふ
・
小
－
シ
ー
 
 

）
 
 

2
 
 

（
 
 

こと。  

と
 
 
 

こ
 
 
 

る
 
 
 

あ
 
0
 
 
 

で
と
 
 
 

者
こ
 
 
 

0
た
る
 
0
 
 

と
け
す
と
 
 

こ
受
と
こ
 
 

る
を
格
う
 
 

あ
）
資
行
 
 

で
習
講
に
 
 

0  

（3）  介護技術講習の実施者は、年度毎の実施届出書及び講習毎の実施報告書を厚生労働大臣  
（地方厚生局）に提出すること。  

3 施行日  

介護技術講習は平成17年4月から実施しており、介護福祉士試験の実技試験の免除については、   
平成18年に実施される介護福祉士試験から適用。  
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技術講習の実施状況等 介 

18年4月～12月   
351人   
477人  

平成19年度受講枠総数（平成19年3月31日現在）  74，572人  ※  
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4 講習の内容  

介護技術講習は、  

（1）介護過程の展開  

（2）コミュニケーション技術  

（3）移動の介護等  

（4）排泄の介護  

（5）衣服の着脱の介護  

（6）食事の介護  

（7）入浴の介護等  

（8）総合評価の8項目   

の合計32時間からなり、32時間を4日間（8時間×4日）で行うのが一般的。  

【介護技術講習の項目及び時間数】  

項目   内容  

（1）介護過程の展開   
【1】介護における目標等の講義   

【2】事例に基づく介護過程に関する講義及び演習   
6  

（2）コミュニケーション技術   コミュニケーションの技法に関する講義及び演習   2．5  

（3）移動の介助等   
【1】社会生活維持拡大への技法に関する講義及び演習   
【2】安楽と安寧の技法に関する講義及び演習   

6  

（4）排泄の介助   排泄の介助に関する講義及び演習   4  

（5）衣服の着脱の介助   衣服の着脱の介助に関する講義及び演習   3  

（6）食事の介助   食事の介助に関する講義及び演習   3  

（7）入浴の介助等   
【1】入浴の介助に関する講義及び演習   

【2】身体の清潔の介助に関する講義及び演習   
4  

（8）総合評価   （1）～（7）までの講習内容の修得に係る評価   3．5  

合計  32  
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Ⅶ 既修得科目の認定  
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の既修得科目の認定  

Ⅶ－①他の介護福祉士養成施設等との間  

基本的考え方  

学生からの申し出を受けて、各介護福祉士養成施設等において、他の介護福祉士養成  

施設等において履修した科目が当該介護福祉士養成施設等における科目と同等の内容  

であると認める場合には、当該他の介護福祉士養成施設等における科目の履修をもって、  

当該介護福祉士養成施設等における科目の履修に替えることができる 。   

留意点  

○ 他の介護福祉士養成施設等において履修した科目が介護福祉士養成施設等におけ   

る科目と同等の内容であると認められるかどうかについては、教育力リキュラムの中で   

示された「教育に含むべき事項」の項目が、当該他の介護福祉士養成施設等における   

科目のシラバスに記載されていることを最低限の条件として、各介護福祉士養成施設   

等の判断において認定するものとする。  

○ 既修得科目の認定は、科目単位で行うものとする。   

＊ ある科目を他の介護福祉士養成施設等において途中まで履修していたとしても、当   

該履修をもって、介護福祉士養成施設等における科目の履修に替えることはできない。  

○ その他、既修得科目の認定に当たっては、その設定形態に応じて、大学設置基準等   
の各設置基準の規定の適用を受けることとなる。  
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留意点  

○ その他の養成施設等において履修した科目が介護福祉士養成施設等における科目   

と同等の内容であると認められるかどうかについては、教育力リキュラムの中で示され   
た「教育に含むべき事項」の項目が、当該その他の養成施設等における科目のシラバ   

スに記載されていることを最低限の条件として、各介護福祉士養成施設等の判断にお   
いて認定するものとする。  

○ 既修得科目の認定は、科目単位で行うものとする。   

＊ ある科目をその他の養成施設等において途中まで履修していたとしても、当該履修   
をもって、介護福祉士養成施設等における科目の履修に替えることはできない。  

○ その他、既修得科目の認定に当たっては、その設定形態に応じて、大学設置基準等   
の各設置基準の規定の適用を受けることとなる。  
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既修得科目の認定の適否に係る整理表   

受験資格取得可  

転入・編入先  

（卒業）  介護福祉士養成施設等  

（専門学校一短大・4大）  
福祉系高校  

人間と  
こころと  介護   

人間と  
こころと  介護   

転入・編入元  からだの  
社会  

からだの  
社会  

しくみ  しくみ  

介護福祉士養成施設等  
○   ○   ○  

（専門学校・短大・4大）  

他の資格の養成施設等   ○   ○   ×  

その他の専門学校■短大・4大   ○   ○   ×  

○＝・認定可  

×‥・認定不可  
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「転入学（編入学を含む。）は認められない旨が学則に規定されていること」が介護福祉士  
養成施設等の基準として設定されているため、他の介護福祉士養成施設等やその他の養  
成施設等における既修得科目を介護福祉士養成施設等の科目として認定することは認め  

られていない。  

比較項目   専修学校設置基準   短期大学設置基準   大学設置基準   

他の専修学校、短   （他の専修学校における授業科目の履修   （他の短期大学又は大学における授業科目  （他の大学又は短期大学における授業科目   

期大学又は大学に   等）   の履修等）   の履修等）   

おける授業科目の  第9条（略）   第14条 短期大学は、教育上有益と認める  第28条 大学は、教育上有益と認めるとき   
履修等   2 専修学校の専門課程においては、教育   ときは、学生が短期大学の定めるところに   は、学生が大学の定めるところにより他の  

上有益と認めるときは、専修学校の定める  より他の短期大学又は大学において履修   大学又は短期大学において履修した授業  

ところにより、生徒が行う他の専修学校の   した授業科目について修得した単位を、修   科目について修得した単位を、60単位を  

専門課程における授業科目の履修を、当   業年限が2年の短期大学にあっては30単   越えない範囲で当該大学における授業科  

該専門課程の修了に必要な総授業時数   位、修業年限が3年の短期大学にあって   目の履修により修得したものとみなすこと  

の2分・の1を越えない範囲で、当該専門課   は46単位（第1g条の規定により卒業の要   ができる。  

程における授業科目の履修とみなすこと   件として62単位以上を修得することとする  2 前項の規定は、学生が、外国の大学又  

ができる。   短期大学にあっては30単位）を越えない範  は短期大学に留学する場合及び外国の大  

囲で当該短期大学における授業科目の履   学及び短期大学が行う通信教育における  
修により修得したものとみなすことができ   授業科目が我が国おいて履修する場合に  

る。  ついて準用する。   

2前項の規定は、学生が、外国の短期大  

学又は大学に留学する場合及び外国の短  

期大学又は大学が行う通信教育における  

授業科目が我が国おいて履修する場合に  

ついて準用する。  
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比較項目   専修学校設置基準   短期大学設置基準   大学設置基準   

専修学校、短期大   （専修学校以外の教育施設等における学   （短期大学及び大学以外の教育施設等にお  （大学以外の教育施設等における学修）   

学又は大学以外の   修）   ける学修）   第29条 大学は、教育上有益と認めるときは、   
教育施設等におけ  第10条（略）   第15条 短期大学は、教育上有益と認める   学生が行う短期大学又は高等専門学校の   

る学修   
2（略）  ときは、学生が行う短期大学又は高等専   専攻科における学修その他文部科学大臣  

3専修学校の専門課程においては、教育  門学校の専攻科における学修その他文部   が別に定める学修を、当該大学における  
科学大臣が別に定める学修を、当該短期   

上有益と認めるときは、専修学校の定め  
大学における授業科目の履修とみなし、短   

授業科目の履修とみなし、大学の定めると  
ころにより単位を与えることができる。  

るところにより、生徒が行う大学又は短期  
期大学の定めるところにより単位を与える  2 前項により与えることができる単位数は、  大学における学修その他文部科学大臣が  
ことができる。   

別に定める学修を、当該専門課程におけ  前条第1項及び第2項により当該大学にお  

る授業科目の履修とみなすことができる。  いて修得したものとみなす単位数と合わせ  

4前項により当該専門課程における授業料  
修業年限が2年の短期大学にあっては前  て60単位を越えないものとする。  

目の履修とみなすことができる授業時数は、  
条第1項及び第2項により当該短期大学に  

前条第2項により当該専門課程における授  
おいて修得したものとみなす単位数と合わ  

業科目の履修とみなす授業時数と合わせ  
せて30単位、修業年限が3年の短期大学  リ、大学が単位を与えることのできる学修  

て当該専門課程の修了に必要な総授業時  にあっては前条第1項及び第2項により当  を定める件（平成3年文部省告示第68号）  

数の2分の1を越えないものとする。  該短期大学において修得したものとみなす  （抄）  

単位数と合わせて46単位（第19条の規定  
大学設置基準（昭和31年文部省令第  

により卒業の要件として62単位以上を修得 ることとる短大学にあっては30単  

すす期  

位）を越えないものとする。  
単位を与えることのできる学修を次のよう  

に定め、平成3年7月1日から施行する。  

三尊修学校の専門課程のうち修業年限  
○短期大学設置基準第15条第1項の規定  が二年以上のものにおける学修で、大学  
により短期大学が単位を与えることのでき  において大学教育に相当する水準を有す  
る学修を定める件（平成3年文部省告示第  

ると認めたもの   
69号）（抄）  

短期大学設置基準（昭和50年文部省令  

第21号）第15号第1項の規恵により、短期  

大学が単位を与えることのできる学修を次  

のように定め、平成3年7月1日から施行す  

る。  

三尊修学校の専門課程のうち修業年限が  
二年以上のものにおける学修で、短期大  
学において短期大学教育に相当する水準  

を有すると認めたもの  
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比較項目   専修学校設置基準   短期大学設置基準   大学設置基準   

入学前の授業科目   （入学前の授業科目の履修等）   （入学前の既修得単位の認定）   （入学前の既修得単位の認定）   

の履修等   第11条（略）   第16条 短期大学は、教育上有益と認める  第30条 大学は、教育上有益と認めるときは、  

2（略）   ときは、学生が当該短期大学に入学する   学生が当該大学に入学する前に大学又は  

3専修学校の専門課程においては、教育  前に短期大学又は大学において履修した   短期大学において履修した授業科目につ  

上有益と認めるときは、専修学校の定める  授業料目について修得した単位（次条の規  いて修得した単位（第31条の規定により修  
定により修得した単位を含む。）を当該短   ところにより、生徒が当該専門課程に入学  得した単位を含む。）を、当該大学に入学し  

する前に行った専修学校の専修学校の専  期大学に入学した後の当該短期大学にお   た後の当該大学における授業科目の履修  

門課程における授業科目の履修（第14条   ける授業科目の履修により修得したものと   により修得したものとみなすことができる。  

の規定により行った授業科目の履修を含   
みなすことができる。   2 大学は、教育上有益と認めるときは、学  

む。）並びに生徒が当該専門課程に入学す  2 短期大学は、教育上有益と認めるときは、  生が当該大 学に入学する前に行った前  

る前に行った前条第3項及び第5項に規定   学生が当該短期大学に入学する前に行っ   条第1項に規定する学修を、当該大学にお  
する学修を、当該専門課程における授業   た前条第1項に規定する学修を、当該短期  ける授業科目の履修とみなし、大学の定め  

科目の履修とみなすことができる。   大学における授業科目の履修とみなし、短  るところにより単位を与えることができる。  
4 前項により当該専門課程における授業料  期大学の定めるところにより単位を与える  3 前2項により修得したものとみなし、又は  

目の履修とみなすことができる授業時数は、   ことができる。   与えることのできる単位数は、編入学、転  
転学等の場合を除き、当該専門課程にお  3 前2項により修得したものとみなし、又は   学等の場合を除き、当該大学において修  

いて履修した授業時数以外のものについ   与えることのできる単位数は、転学等の場   得した単位以外のものについては、第28  
ては、第9条第2項並びに前条第3項及び   合を除き、当該短期大学において修得した   条第1項及び第2項並びに前条第1項によ  
第5項により当該専門課程における授業料  単位以外のものについては、第14条第1   り当該大学において修得したものとみなす  

目の履修とみなす授業時数と合わせて当   項及び前条第1項により当該短期大学に   単位数と合わせて、60単位を越えないもの  

該専門課程の修了に必要な総授業時数の   おいて修得したものとみなす単位数と合わ   とする。  
2 分の1を越えないものとする。   せて、修業年数が2年の短期大学にあっ  

ては30単位、修業年限が3年の短期大学  
にあっては46単位（第19条の規定により卒  

業の要件として62単位以上を修得すること  

とする短期大学にあっては30単位）を越え  

ないものとする。この場合において、第14  
条第2項により当該短期大学において修  

得したものとみなす単位数と合わせるとき  

は、修業年数が2年の短期大学にあって  
は45単位、修業年限が3年の短期大学に  
あっては53単位（第19条の規定により卒業  

の要件として62単位以上を修得することと  

する短期大学にあっては45単位）を越えな  

いものとする。   
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Ⅷ 情報公開  
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○介護福祉士養成施設については、今後、その入学希望者が自らの希望に応じて適切  
な選択ができるよう、必要な情報を提供していくことが重要であり、こうした観点に立って   
一定の内容について、新たに情報開示を義務付けていくこととする。  

○現行の介護福祉士養成施設の指定基準においては、情報開示に係る具体的な規定は定められて   

いないところ。   

○しかしながら、平成18年7月に取りまとめられた介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見  
直し等に関する検討会報告書「これからの介護を支える人材について」においては、次のとおり提言   

がなされているところ。  

※なお、ワムネットにおいては、ワムネットに加入する養成施設の任意で所定のフォーマットにより、情報を開示しているところ。（→P・73）  
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（1）保健師助産師看護師学校養成所・理学療法士作業療法士養成施設  

指定基準において、情報開示に係る具体的な規定は定められていない。  

（2）訪問介護員養成研修事業者・介護支援専門員研修事業者  

指定基準において、情報開示に係る具体的な規定は定められていない。  

（3）介護職員基礎研修事業者  

指定基準（「介護員養成研修の取扱細則について」平成18年6月20日付け老振発06200001  

号老健局振興課長通知）において、情報開示に係る規定が次のとおり定められている。  

r・研修事業者は、教育体制（講師、設備等）、教育内容（シラバス、演習手法、教材等）、実績情報、  

l ；や事業者（研修修了者の雇用者）からの評価等の情報葺  

；を自らホームページ上などにおいて開示することにより、  

； 業者の選択等が行われる環境を整備し、もって研修の質  上に努めること。また、研修事業者の  

：指定を行う都道府県は、研修事業者による情報の   開示が適切に行われているか、研修事業者の実態と開  
〔示内容とに敵歯吾がないかを定期的に確認すること。  

（4）介護サービス事業者  

介護サービス事業者については、介護保険法において一定の内容の情報について公表しな  

ければならないことが規定されており、これを適切に行わなかった場合、指定の取消事由に該  

当することとなる。  81   



一施設・課程名称、住所、電話番号・FAX番号、種類・修業年限、定員、開設年月日  

基本情報  ・設置主体名称、設置主体住所、設置主体理事長  

■学校長、専任事務職員   

・専任教員の氏名、担当科目、保有資格  

教員情報  ・専任教員以外の教員の氏名、担当科目、保有資格  

・教員の異動状況   

実習施設情報   
・施設名、施設種別、運営主体、設置年月日、入所定員、実習指導者  

・実習の配属施設名、施設種別、期間、実人数、巡回指導の実施回数   

・授業科目、授業の実施形態、時間数  

受験者数、合格者数、辞退者数  ・入学定員、  

運営状況情報  
・前々年度までの卒業者数、前年度の卒業者数、前年度までの卒業者数の合計  

嘉健康診断の項目、健康診断の内容  

・責目、本年度の負担額、前年度の負担額  

・就職先の施設種別、卒業者のうちの就職者数   
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介護職員基礎研修事業者   介護サ÷ビス事業者   

○ 法人格、法人名称、住所   ○ 法人名称、住所  

法人に関する情報  ○ 代表者名、研修事業担当理事、取締役名   ○代表者氏名、取締役名  

○法人の設立年月日等   

○ 事業所名称、住所   ○ 事業所名称、住所、電話番号  

○ 理念   
事業者に関する情報  

○ 学則   

○ 介護保険事業所番号  

○ 事業所の管理者氏名、職名  

○ 研修施設、設備   ○ 事業所までの利用交通手段 等   

○ 対象   ○ 運営方針  

○ 研修のスケジュール（期間、日程、時間数）   ○ 介護サービスの内容  

○ 定員（集合研修、実習）と指導者数   ○ 介護サービスの特色  

○研修受講までの流れ（募集、申し込み）  ○ 介護サービスの利用料 等   

○費用  
○留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等  

○課程編成責任者名  

○科目別シラバス  

○科目別担当教官名  

事業内容に関する情報  ○科目別特徴  

○科目別通信、事前、事後学習とする内容及び時間  

○通信課程の教材、指導体制、指導方法、課題  

○修了評価の方法、評価者、再履修等の基準  

○協力実習機関の名称、住所  

○協力実習機関の介護保険事業の概要  

○協力実習機関の実習担当者名  
○実習プログラム内容、プログラムの特色  

○実習中の指導体制、内容  

○協力実習機関における延べ実習数  

○ 名前   ○ 職種別の従業者の数  

従事者に関する情報  ○ 略歴、現職、資格   ○従業者の勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数  

○従業者の経験年数等   

実績に関する情報   
○過去の研修実施回数（年度ごと）  ○ 利用者への介護サービスの提供実績 等   

○過去の研修延べ参加人数（年度ごと）  

○ 申し込み、資料請求先   ○ 苦情対応窓口の状況  

その他の情報  ○ 法人の苦情対応者名、役職、連絡先   ○ 賠償すべき事故が発生した場合の対応  

○ 事業所の苦情対応者名、役職、連絡先   ○ 利用者の意見把握の体制、第三者評価の実施状況 等   

（注1）介護職員基礎研修については、必須項目のみ整理した。  

（注2）介護サービス事業者については、介護サービス情報の公表制度のうち、基本情報のみ整理した。  83   



○介護福祉士養成施設における情報開示の項目については、介護職員基礎研修事業者やワム  

ネットにおける情報開示の項目を参考としつつ、次のとおり定め、これらの開示を義務付けることと  

する。  

【法人情報】  

【養成施設情報】  
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【養成課程情報】  

① 養成課程のスケジュール（期間、日程、時間数）  

② 定員  

③ 入学までの流れ（募集、申し込み、資料請求先）  
④ 費用  
⑤ 科目別シラバス  
⑥ 教員数、科目別担当教員名（教員の名前、略歴、保有資格）  
⑦ 教材  

⑧ 協力実習機関の名称、住所、事業内容  
⑨ 実習プログラムの内容・特徴  

【実績情報】  

① 卒業者の延べ人数  

② 卒業者の進路の状況（就職先の施設種別、卒業者のうらの就職者数）  

【その他情報】  

その他、利用者の選択に資する情報  
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（2）情報開示の方法等   

○ ワムネットや養成施設のホームページ等を通じて、広く一般に公開することを原則とする。   

○ なお、入学希望者等が開示された情報を容易に比較検討できるよう、情報開示に係る標準的な   

様式例を示すことを検討する。  

○ 情報開示の義務付けと併せて、開示内容の適正性を担保する観点から、虚偽又は誇大な情報  

を開示した場合について、指定の取消事由に位置付けることとする。  

86   



Ⅸ 国家試験の受験資格における  

実務経験の範囲  
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○ 国家試験の受験資格における実務経験の範囲については、介護を行う職員の必置が   
求められている事業のみならず、高齢者や障害者等介護が必要な者の利用が想定され   
る事業を幅広に言寄めるという考え方に立って、一般病床や精神障害者社会復帰施設等   
を加えるなど、改めて整理を行う。  

○ また、これと併せて、実務経験として算定できる期間は、雇用契約に基づき従事した期   
間に限るものとし、ボランティアにより従事した期間は除くものとする。  

※1平成18年12月に取りまとめられた社会保障審議会福祉部会意見書においては、次のとおり指摘が  

ニー ※2 また、今般の社会福祉士及び介護福祉士法の改正においては、近年の多様な介 ズの顕在化   

が行う介護の定義について、 等を踏まえ、介護福祉± 「入浴、排せつ、食事その他の介護」から「心身   

の状況に応じた介護」に改めることとしており、「介護」の概念は、身体介護にとどまらず、心理的■社会的  

な支援も含む幅広い概念として再定義している。  
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高齢者   唾奏者・凍上 そ呵隠 

○ 老人デイサービスセンター   ○ 知的障害児施設   ○ 救護施設   

○ 指定通所介護（予防含む）   ○ 自閉症児施設   ○ 更生施設   
○ 指定認知症対応型通所介護   ○ 知的障害児通園施設   ○ 地域福祉センター   
○ 老人短期入所施設   ○ 盲児施設   ○ 隣保館デイサービス事業   

○ 指定短期入所生活介護（予防含む）   ○ ろうあ児施設   ○ のぞみの園   
○ 養護老人ホーム   ○ 難聴幼児通園施設   ○ ハンセン病療養所   

○ 特別養護老人ホーム   ○ 肢体不自由児施設   ○ 原子爆弾被爆者養護ホーム   

○ 軽費老人ホーム   ○ 肢体不自由児通園施設   ○ 原子爆弾被爆者デイサービス事業   
○ ケアハウス   ○ 肢体不自由児療護施設   ○ 原子爆弾被爆者ショートステイ事業   
○ 有料老人ホーム   ○ 重症心身障害児施設   ○ 労災特別介護施設   

○ 指定小規模多機能型居宅介護（予防含む）   ○ 重症心身障害児（者）通園事業   ○ 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業   

○ 指定訪問入浴介護（予防を含む）   ○ 国立病院等委託病床   ○ 家政婦紹介所   
○ 指定認知症対応型共同生活介護（予防を含む）  ○ 障害者デイサービス事業   ○ 介護等の便宜を供与する事業（基準該当サービ   

○ 介護老人保健施設   ○ 短期入所   ス等）  

○ 指定通所リハビリテーション（予防を含む）   ○ 障害者支援施設   

○ 指定短期入所療養介護（予防を含む）   ○ 療養介護   

○ 特定施設入居者生活介護   ○ 生活介護   

○ 指定訪問介護（予防を含む）   ○ 共同生活介護   

○ 指定夜間対応型訪問介護   ○ 自立訓練   

○ 介護療養型医療施設   ○ 就労移行支援   

○ 老人性認知症疾患療養病棟   ○ 就労継続支援   

○ 介護力強化病棟   ○ 旧知的障害者援護施設（更生、授産）   

○ 療養病床   ○旧身体障害者更生援護施設（更生、療護、授産、  

福祉工場）  

○福祉ホーム  
○移動支援事業  
○身体障害者自立支援事業  
○日中一時支援事業  
○生活サポート事業  

○経過的デイサービス事業  

○訪問入浴サービス事業  
○地域活動支援児センター  

○在宅重度障害者通所援護事業  
○知的障害者通所援護事業  
○居宅介護  
○重度訪問介護  
○行動援護  

○外出介護  



祉部会資料  
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実務経験の範囲   

現在、実務経験の期間として認められるのは、特別養護老人ホーム等における  
介護職員としての経験等の限定列挙されたものに限られている。  

また、上記により限定列挙されたものに該当すれば、ボランティアとして従事し  
た場合にあっても、実務経験の期間として算入される取扱いとなっている。  

【見直しの方向】  

○ 実務経験として認められる範囲について、点検を行い、  
・認知症疾患治療病棟における経験  

・急性期医療機関における看護助手としての経験  

等も含めるかどうかについて検討を行う。  

○ボランティアとして介護等の業轟に従事した期間は、実務経験の期間として   
は認めないこととする。  
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2．見直し案  

高齢者   障害者・児   その他   

○ 老人デイサービスセンター   ○ 知的障害児施設   9二般病床   
○ 指定通所介護（予防含む）   ○ 自閉症児施設   ○ 精神病床   

○ 指定認知症対応型通所介護   ○ 知的障害児通園施設   ○ 療養病床   
○ 老人短期入所施設   ○ 盲児施設   ○ 救護施設   

○ 指定短期入所生活介護（予防含む）   ○ ろうあ児施設   ○ 更生施設   
○ 養護老人ホーム   ○ 難聴幼児通園施設   ○ 地域福祉センター   

○ 特別養護老人ホーム   ○ 肢体不自由児施設   ○ 隣保館デイサービス事業   

○ 軽費老人ホーム   ○ 肢体不自由児通園施設   ○ のぞみの園   

○ ケアハウス   ○ 肢体不自由児療護施設   ○ ハンセン病療養所   
○ 有料老人ホーム   ○ 重症心身障害児施設   ○ 原子爆弾被爆者養護ホーム   

○ 指定小規模多機能型居宅介護（予防含む）   ○ 重症心身障害児（者）通園事業   ○ 原子爆弾被爆者デイサービス事業   

○ 指定訪問入浴介護（予防を含む）   ○ 児童デイサニビ塁   ○ 原子爆弾被爆者ショートステイ事業   

○ 指定認知症対応型共同生活介護（予防を含む）  ○ 国立病院等委託病床   ○ 労災特別介護施設   

○ 介護老人保健施設   ○ 障害者デイサービス事業   ○ 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業   

○ 指定通所リハビリテーション（予防を含む）   ○ 短期入所   ○ 家政婦紹介所   
○ 指定短期入所療養介護（予防を含む）   ○ 障害者支援施設   ○ 介護等の便宜を供与する事業（基準該当サービ   

○ 特定施設入居者生活介護   ○ 療養介護   ス等）   

○ 指定訪問介護（予防を含む）   ○ 生活介護   

○ 指定夜間対応型訪問介護   ○ 共同生活介護   

○ 介護療養型医療施設   Q基局生活援助   
○ 老人性認知症疾患療養病棟   ○ 自立訓練   

○ 介護力強化病棟   ○就労移行支援  
○就労継続支援  
○旧知的障害者援護施設（更生、授産、福祉工場、  

通勤靂）  

○旧身体障害者更生援護施設（更生、療護、授産、  

福祉工場）  

Q旧精神障害土ム復帰施設（生訓、授産、福延  
三豊1  

○福祉ホーム  

○移動支援事業  
○身体障害者自立支援事業  
○日中一時支援事業   
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高齢者  華嘲軒 

○生活サポート事業  

○経過的デイサービス事業  

○訪問入浴サービス事業  
○地域活動支援児センター  

○在宅重度障害者通所援護事業  
○知的障害者通所援護事業  
○居宅介護  
○重度訪問介護  
○行動援護  

○外出介護  

○ ボランティアとして従事した期間については、社会保障審議会福祉部会の意見を踏まえ、実務経験に含まないものとし、実務経験と  

して算定できる期間は、雇用契約に基づき従事した期間に限るものとする。   

※ 介護支援専門員の実務経験の算定に当たっては、ボランティアとして従事した期間も含むことができることとしている。  
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Ⅹ 施行期日  
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○ 教育力リキュラムの見直し等については、平成21年4月1日か  

ら施行する。  
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